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行政常任委員会 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ４ 日 （ 月 ）

午 前 ９ 時 ５ ７ 分 開  会

○南委員長  おはようございます。連日の委員会、御苦労さんです。春眠暁を覚

えずという言葉がありますけれども、まさにそのような時期になってきました。 

 それでは、今日も一日頑張りたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいた

します。 

 それでは、まず初めに福祉保健課のほうに入っていただきました。特に福祉保健

課のほうにつきましては認定こども園に関する議案第７号と議案第８号、それに補

正予算１７号と当初予算１２号があるわけなんですけれども、まず議案第７号から

１本ずつ行きたいと思います。なお、認定保育園ということで教育長及び教育総務

課長にも出席をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それじゃ、福祉保健課長、議案説明をお願いいたします。 

○山口福祉保健課長  福祉保健課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第７号、尾鷲市保育所条例の一部改正についてを御説明いたしま

す。 

 条例一部改正案集、新旧対照表の２０ページを御覧ください。通知いたします。 

 本条例は、尾鷲市保育所条例に本年４月に開園する予定でございます幼保連携型

認定こども園を加えるため、改正しようとするものでございます。 

 まず、右欄の改正前、題名につきまして、「尾鷲市保育所条例」を「尾鷲市保育

所及び認定こども園条例」とし、第１条では、保育所を規定している児童福祉法に

認定こども園を規定している就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の

推進に関する法律を加えるものでございます。 

 また、第２条、第３条では、認定こども園をこの条例に加えることにより、所要

の規定の整理を行うものでございます。 

 次ページを御覧ください。 

 第４条では、改正前の「保育料、保育所、認定こども園の料金」について「利用

者負担額」に改正しようとするものでございます。 

 関連しますので、引き続き第８号をよろしいでしょうか。委員長。 

○南委員長  お願いします。 
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○山口福祉保健課長  議案第８号、尾鷲市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の保育料に関する条例の一部改正についてを御説明いたします。 

 条例一部改正案集、新旧対照表の２２ページを御覧ください。 

 本条例は、先ほどの議案第７号の尾鷲市保育所条例の一部改正同様、改正前の保

育料「保育所、認定こども園の料金」について「利用者負担額」に改正しようとす

るものでございます。 

 また、これに伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 

 以上が議案第７号、尾鷲市保育所条例の一部改正について、議案第８号、尾鷲市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部改正につ

いての説明でございます。よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願いい

たします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 議案第７号、第８号、保育所関連の条例改正の説明をしていただきました。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。 

○内山副委員長  一般質問で少し確認違いのところがありましたので、金曜日に

福祉課のほうに回答してくださいということを言ったんですけれども、そのことに

ついて答えをいただいてもよろしいですか。 

○南委員長  議案に関することであれば結構なんですけれども、一般質問を取り

上げてだからどうのこうのというのを、一般質問の形のものをここの委員会で精査

するのはいかがなものかなと思いますけど、ただ議案に対して関連することやった

ら聞いていただいたら結構です。もう一般質問云々じゃなしに疑問点を聞いていた

だいたら。 

○内山副委員長  認定こども園、それから幼稚園についてのことで、やはり基本

的に考え方のこの条例を改定するにもそこをきちんとしなくてはいけないと思うの

で、確認させていただきたいんです。 

○山口福祉保健課長  認定こども園を進めるに当たって、どのような形で進めて

いくべきかというところを法に沿ってやっているのかというところだと思うんです

けれども、ちょっと今説明させていただきます。 

 認定こども園の設置に向けては、それぞれの所管において協議がこれまでなされ

てきました。尾鷲幼稚園での３年保育を行わないことや認定こども園を設置する方

針、またその設置運営について尾鷲民生事業協会へお願いすることなどは教育委員

会のほうでその方針を決定し、また市長部局とは総合教育会議において協議、調整
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を行っております。 

 また、子育て世代に対してのアンケートや幼稚園、保育園での説明会などを開催

し、広く子供の保護者などから御意見をいただくとともに、議会での御意見もいた

だきながら進めてまいりました。 

 本市の第１期、第２期共に子ども・子育て支援事業計画の中に認定こども園への

普及や認定こども園の推進があり、子ども・子育て会議では、令和３年２月に教育

委員会よりその内容、設置に向けた経緯であったり、取組内容であったり、子育て

世代のアンケートの結果などを説明し、委員の方からも御質問等もいただいており

ます。 

 また、同年８月には、認定こども園の１日のスケジュールや、特に利用定員の設

定に関することについて御意見をいただいております。また、翌月の９月には、行

政常任委員会において同様の説明を行うとともに、子ども・子育て会議を開催した

ことや今後のスケジュールについて御説明いたしました。 

 これらの順序を経て三重県に認可取得に向けた申請を本年９月７日に仮申請、１

２月１０日に本申請を経て、今月中には認可取得する予定でございます。三重県の

認可取得については、これまで令和２年９月、令和３年６月、同年９月に行政常任

委員会においても御説明してきたとおりのスケジュールで進めております。このよ

うな手順を得ながら、認定こども園の設置に向けて取り組んでいるという状況でご

ざいます。補足のほう、教育委員会、よければお願いします。 

○出口教育長  ただいま福祉保健課長のほうから説明がございましたが、教育委

員会といたしましては、回答をした時点では教育委員会の幼児教育についての在り

方を示した段階でございまして、認定こども園の形態であるとか規模、それから運

営主体等、何も決まっておりませんので、このことについては子育て会議で意見を

求める段階ではないというふうに考えております。 

 そして、教育委員会といたしましては、認定こども園の設置につきまして諸般の

事情により１年延期をいたしましたが、その後に令和２年度後半から認定こども園

の視察や幼稚園保護者への説明会、周知を図っていくこと、そして子育て世代の

方々から意見をいただくなど聞き取り調査を進めてまいりました。そして、令和３

年２月２５日に子ども・子育て会議において進捗状況について説明をさせていただ

いております。 

 また、令和３年８月２６日につきましては、実施主体の決定や実施主体による認

定こども園の具体的な検討等があった上で、利用定員について意見を求めていると
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いうところでございます。そういった流れの中で、教育委員会としても必要な意見

を求める事項につきましては子ども・子育て支援法の手順に従って進めてきており

ます。 

 以上でございます。 

○内山副委員長  今お伺いした中で、３歳児を受け入れるという陳情書が令和元

年１２月１６日の行政常任委員会で採択されたと思います。そのことから３歳児を

受け入れるということについて、まずは子ども・子育て会議で意見を聞かなければ

ならないんじゃないんですかと私は問いかけたんですけれども、これは子ども・子

育て会議の尾鷲市子ども・子育て条例の中で、子ども・子育て支援法第７７条から

読み込んでいきますと第３１条、４３条、第６条、６１条と、そこには、子ども・

子育て会議で意見を聞かなければならないということが全部書かれております。だ

から、３歳児の受入れについては子ども・子育て会議で審議されるべき事項で、こ

れは子ども・子育て支援法にのっとったやり方じゃないのかなということ私は問い

かけたんですけど、このことについてはどうなんでしょうか。 

○出口教育長  ３年保育につきましては、要望が上がってきた頃といいますのは

保育料の無償化であるとか、子育て世代の就労される方の増加ということが大きく

影響したと思われますけれども、九十数％を超える幼児が保育園のほうへ就園をさ

れておりました。教育委員会におきましては、その傾向というものはこの先も恐ら

く続いていくというふうな予想の下に、３年保育の実施は困難であるだけではなく

て、幼稚園の存続そのものが危ぶまれる状況であるというふうに判断をいたしてお

ります。 

 幼児教育につきましては、これは幼児教育の教育内容に関わることでございます

ので、教育委員会としては幼児教育で非常に重要な集団的教育機能を維持すること

ができない。教育委員会は、方向性として幼児教育を安定的、継続的に実施をして

いくことが困難であるという判断の下に３年保育はしないという、いわゆる教育内

容の点からこれは判断をしております。 

 以上でございます。 

○中村委員  お尋ねしたいんですけれども、まず教育委員会でそのことについて

協議する権限がどこにあったのか。法的に教えていただけますか。 

○出口教育長  逆にそういうことの権限がないということが私はちょっと理解が

できないんですが、教育委員会の職務の権限につきましては地方教育行政の組織及

び運営に関する法律というところで規定をされております。その中で教育委員会の
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所管する学校の組織の編成であるとか、教育課程であるとか、学習指導、生徒指導

等、そういったことに関しては教育委員会の職務権限である、職務の中に含まれて

いるというふうに書いてございますので、教育内容の点について考えていくことは

教育委員会の仕事であるというふうに考えています。 

○中村委員  今、教育長がおっしゃったんですけれども、令和元年１０月に子ど

も・子育て支援法により３歳児以上の保育園、幼稚園が全て無償化になった時点か

ら尾鷲の幼稚園も新幼稚園となっていますよね。そのように尾鷲市は無償化につい

ての届出をされていますよね。その時点で、教育委員会は教育の質についてのみと

なっており、量、例えば幼稚園の認可、認定、そして開園、廃園、統廃合について

は県の子ども・子育て会議でその許認可も請け負っており、教育委員会で量の話は

その時点からできなくなっておりますよね。御存じですよね。教育長。お答えくだ

さい。 

○出口教育長  教育委員会で教育内容について、いわゆる質の問題について議論

をすることは当然必要なことだというふうに思います。その議論につきましてはこ

れもこれまでに何度も申し上げておりますが、幼児教育で一番重要な部分というの

は集団なんだということを申し上げております。そのことは量につながっていくこ

ともあると思いますが、しかしそれ以前に教育の内容として成立するかしないかと

いうことは重要な問題でございますので、やはり教育委員会が考えることは必要だ

というふうに思います。 

○中村委員  子ども・子育て支援法を読んでいただきたいんですよ。まず。その

中でしっかりと役割が書かれているんですよ。保護者のニーズを聞く、そのための

子ども・子育て会議を設置すると決めて尾鷲市も設置されておられますよね。条例

をつくって。その中で、量については子ども・子育て会議で具体的に事業内容や実

施時期を示さなければならないと。令和元年１１月２８日に行われた子ども・子育

て会議においても、事務局のほうでこの会議は示さなければならない。この子ど

も・子育て支援法は保護者のニーズを聞かなければならない法律なんです。 

 教育委員会は、その設置後、職員の質の向上についての議論をしていただくのは

結構ですけれども、ずっと量について言っておられますよね。何人以上は集団じゃ

ないとかあるとか、小学校はどうなのか分からないんですけれども、幼稚園につい

てのみ何人おらなあかんみたいなことをしっかり言っておられますよね。しかし、

それは令和元年１０月の３歳以上の無償化になった時点から新幼稚園となり、教育

委員会の手を離れています。そして、１１月２８日に開かれた子ども・子育て会議
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においても事務局がちゃんと説明されております。 

 しかし、その中において説明しているにもかかわらず、１号認定とは３歳児以上

の就学前の子供で、幼稚園に通う子供の人数の定員を６５人として、保育園を１１

７人としておられて、その中で委員から、幼稚園の定員が６５人で多過ぎるんと違

うかみたいな意見が出ているんですけれども、ちゃんと子ども・子育て会議で今後

１年間に７０人しか生まれてこない子供たちについて市はどういうふうなやり方で

やっていくのか。それをちゃんと明記しなさいって言われているんですけれども、

この計画においては考えるとしか載っていませんよね。認定こども園についてのち

ゃんと何年度に開設予定というのが要るんです。 

 それが全くなされないまま、そして１２月に陳情が出ていますよね。その時点で

もう一度子ども・子育て会議を開いて、保護者からの陳情についてどういうものが

必要なのかの会議を開くべきでしたよね。そして、その後、父兄が６,３５８名の

署名を集めて市長のところへ持っていったら、市長は１月３１日に幼稚園の廃園を

はっきりおっしゃっていますよね。市長にお尋ねします。どの権限でこの回答書を

出されたんですか。教育長と２人にお尋ねします。 

○加藤市長  今後子ども教育、保育というのは非常に重要なことでございまして、

今後は子供たちが健全に育っていただくためにはどうしたらいいかということは常

日頃から考えていると。そういった中で、今後どうあるべきかというその考え方を

示したわけでございます。廃園につきましては、どうのこうのというのが最終的に

は議会の議決事項であるからということで考え方をお示ししただけでございますの

で、廃園にするとかなんとかという話は議会の決議に委ねるという話はしておりま

す。 

○中村委員  在り方を市長が言う権限もないんですよ。市長。子ども・子育て会

議で市民のニーズを聞くということが大事なんですよ。何がおかしいんですか。法

的に書いてありますよ。 

○南委員長  教育本位だった教育長の改正のときから総合会議が一番上部におる

ということも、市長が今教育界のトップということです。なので、市長に権限はな

いということはありません。トップです。市長は。 

○内山副委員長  その量のことに関してなんですけれども、尾鷲市の市役所では

福祉課が窓口になっていますよね。全て受給に対して。尾鷲市では認定をまずしま

すよね。それは第２０条に書かれておりますけど、そこから親の希望に添って選定

しなくてはいけません。これは第３３条に特定教育・保育施設の設置者はといって
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ぐっと書いて、６番、教育・保育給付認定法、保護者から利用の申込みを受けたと

きは正当な理由がなければこれを拒んではならないとあります。つまり、３歳児を

受け入れてほしいという要望は量に関わることなんです。だから、この時点におい

て量というのは廃園に対しての何名かとか、そういうことを計画書に書きなさいよ

ということなんです。 

 だから、廃園に対しては廃園じゃなくて、この量によって無理ですからと、そう

いうことを子ども・子育て会議で話をされてから、市長とか教育長がきちんと話を

したら、その手順が逆だったんですよ。子ども・子育て会議では、これは親の主権

の問題です。この支援法は。親のニーズ、そういうことを全て子ども・子育て会議

で話したほうがいいよってそのための法律なんです。 

 だから、市長と教育長の見解は、まず子ども・子育て会議で地域のメンバーによ

ってそこで話し合われて、廃園とか３歳児受入れとか、どういうふうにするのか。

これは受給です。給付に対しての話になってくるんです。この計画書は給付を行う

ための計画書なんです。だから、廃園とかそういう言葉じゃなくってきちんと量と

いうふうに書かれているんです。 

 だから、そのための会議を子ども・子育て会議でしなければいけないということ

なんです。だから、どこかで理解を取り違えていたんじゃないんですか。この会議

できちんとそのことが話をされていれば、全く市長と教育長がその後で決めること

は別に何の問題もありません。だけど、まずこの子ども会議がすごく重要な役割な

んです。それが順番逆なんですよ。 

○出口教育長  我々は教育委員会の幼児教育の在り方の方向性の中で廃園という

ことを示しました。それは結局いわゆる量の問題ももちろんありますが、教育委員

会としては教育の内容について、何遍も申し上げますが、集団的教育機能が維持さ

れるかどうかという視点でそれも検討いたしております。 

 そして、もう一つは、廃園につきましてはいろんな御議論がございましたので、

そのことについては今後の議会の御意見も聞きながら進めていきたいというふうに

お話をしております。 

 そして、もう一つ、廃園につきましては、これは当然設置者が市長でございます

ので、設置者の決定権もございますし、そしてこれは条例で記載をされております

ので、条例の改正が必要でございますので、当然議会にも諮る。そういうことで廃

園というものは決まりますが、ただ教育委員会としての職務権限の中に教育機関の

設置、管理、廃止を行うということもございますので、職務としてはそれが教育委
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員会の中に含まれているということでございます。 

 そして、もう一つ、定員の見込みの量、それから利用定員の問題につきましては、

子育て支援法の中には変更に係る場合には子ども・子育て会議の意見はなくてもで

きるというふうに記載をしてございます。ですので、そこは少しお互いの理解の違

いがあるのではないかというふうに思います。 

○中村委員  まず、子ども・子育て法の３条を読んでいただきたいんですよ。市

町村は地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行う責務を有するんです

よ。そして、３１条の２項をまず読んでいただきたいんですけれども、尻尾を読ん

で子ども・子育て会議の中には意見を聞かなくてもいいって尾鷲市の条例にあるの

かどうかは知りませんけれども、上位法である子ども・子育て支援法においては保

護者のニーズを最優先に聞くことと書かれているんですよ。 

 何が一番問題なのか。今、質の問題、質の問題とおっしゃっていますけれども、

教育委員会では幼稚園に移行するのに建物に金がかかり過ぎる、人件費に金がかか

り過ぎる、そんな議論ばっかりされていましたよね。教育においての質じゃなくて、

完全に量の問題を、教育委員会の中でそれしかしていなかったような感じの会議で

したよね。それにもかかわらず、教育委員会が質の問題について今後も関わってい

くというのは当たり前のことですし、それについて私たちがとやかく言っているの

ではないんですよ。 

 ただ、市役所というのは法律を下に仕事をされるところですよね。そして、私た

ちが問題にしているのは、市役所はどの法律に基づいてこの仕事をされたのかと聞

いているんです。改正がありましたよね。新幼稚園法になって、確かにおっしゃら

れたように、幼稚園の廃園は条例で決められますけれども、それに行くまでに子ど

も・子育て会議で保護者の意見を吸い上げること。これは努めるじゃないんですよ。

べきなんです。その法律がありながら、それを全く無視して進めましたよね。それ

について市長はどうお考えですか。 

○加藤市長  子ども・子育て会議、この法を無視して認定こども園を開設しよう

というような考え方で持っていったら、最終的に県との関係もいろいろそういう手

続どうのこうのというのは全部やってきました。だから、我々は法的基準はクリア

になったと思っております。 

 したがって、３月中にこの認定こども園の認可申請が許可されて４月１日から開

設すると。もしこれが法的基準にのっとっていなかったらこんなもの通りませんよ。

逆に言ったら。きちんとやっているからこういう県のほうの、県は国ですよ、国・
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県の認可を受けて４月１日に開設するということが決まっているわけなんですよ。 

 だから、法的基準はクリアになっているし、委員のお二人の方々がクリアになっ

ていない、無視している云々って、この場で法的論争をするというのは僕はおかし

いと思っているんですよ。要するに認定こども園が４月１日に開設するということ

は国、県から認められて我々はやっているわけなんです。だから、法定基準はクリ

アになっているから、この議論はしても平行線になってしまうんじゃないかなと。 

 もう一つ言いたいのは、ただ内山委員はこの子ども・子育て会議を非常に重要視

されていると。それが、要するに副委員長の思いと、市、あるいは教育委員会とち

ょっとギャップが生じているというような感じに受け止めているんです。私は。そ

うすると、今後はこういうものに対して当会議というのはもっと活用しなきゃなら

ないなという思いがありますので、そういうことによってこういうことについて今

後施策については生かしていきたいと思いますので、そのお気持ちは非常に十分認

識しておりますので、もっと活性化していきたいと。子ども・子育て会議について

は。私はそう思いますので、委員の今後の御協力を。 

 ただ、中村委員がおっしゃっている法を無視してやっていると言うんだったら、

この認定こども園開設の許可なんか出ませんよ。きちんとやっているからきちんと

許可を得ているんじゃないですか。 

○中村委員  令和３年８月に子ども・子育て会議を開いて、そのときに初めて量

の話をされているんですよね。しかし、委員たちはその前にもう開設という話を聞

かされてしまっているから、まともな意見は出なかったんですよ。本当はもう１年

前に認定こども園が開設するはずやったんが１年延びたんは、要するにまともに子

ども・子育て会議で全く何の議論もされていないから、県に持っていったときにこ

の内容では通らへんって言われて、わざわざ８月に既成事実をつくられたように見

えるような会議ですよね。 

 私は、今市長に法律を無視して、子ども・子育て会議をもっと有効にじゃないで

す。これはそういう法の立てつけでしなければならないという法律の下に動いてい

て、市長が許可が下りたからまともにやっているというのは後出しじゃんけんなん

ですよ。私らが言いたいのは、後出しじゃんけんは駄目でしょうって言っているん

です。 

○加藤市長  臆測で物を言っていただくのはやめていただきたいと私は思ってお

ります。だって、我々はきちんとした手続を踏まえながらやって、何度も申し上げ

ますけれども、この３月に開設許可を受けて４月１日から開設するんだと。もうこ
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れがきちんと法的基準を我々はクリアしたと。これが。でも、内山副委員長がおっ

しゃっているように、子ども・子育て会議に対する熱意を示されているからそれは

私は理解しますと。今後こういう形の中についてはさらに活用しましょうねという

ことを私は申し上げて、副委員長のほうから御協力をお願いしたいと先ほど申し上

げたのであって、臆測とかそういった形で議論をされても我々としては結局それに

対する答えはございません。 

○小川委員  先ほどの議論を聞いておりますと、中村さんで分からないこともな

いんですけど、市長も言われるとおり法的基準はクリアしている。片方の話はどう

も平行線になっておりますし、どうでしょう。もうそこまで言うんだったら行政訴

訟でも起こしたらどうですか。私はそのように思います。 

○仲委員  小川委員の話も聞いたんですけど、今の議論の中で法律に抵触してお

るというような意見があったように聞こえるんですけど、子ども・子育て支援法に

抵触しておるということがあればこれは大変なことなんですね。軽々に発言をして

ほしくない。この議会で。 

 というのは、令和２年１月３１日に議会で示されたその回答については、あくま

でこれは方向性を示したものであるというふうに説明を受けています。幼稚園の廃

園についても、この認定こども園についても目指すということになっているし、こ

れはあくまで在り方を示したものであって、この時点で私は子ども・子育て支援法

で言う子ども・子育て会議にかける必要はないと思うんですよ。というのは、何ら

利用定員が決まってない中でかける必要はない。ですから、抵触はしていないとい

うことで。 

 それで、条文を見ると３１条の２項は、特定教育・保育施設の利用定員を定めよ

うとするときは云々で、子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聞かなければな

らない。利用定員が分かっていないのにかけられないでしょう。というのは、これ

はあくまでこの会議は諮問機関であって決定機関ではないですね。福祉課長。 

○山口福祉保健課長  今、仲委員言われたように、決定機関ではなくて御意見を

いただくというところでございます。３１条の第２項に、利用定員を定めようとす

るときあらかじめ合議制の機関を設置している場合、つまり子ども・子育て会議を

設置している場合はその意見を、その他の場合にあっては子供、保護者、その他子

ども・子育て支援事業実施園に係る当事者の意見を聞かなければならないと。 

 本市においては設置をしておりますので、子ども・子育て会議で意見を聞くと。

それはあらかじめということで、８月に利用定員についてはあらかじめ御意見をい
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ただいておるというところでございます。 

○仲委員  それで、尾鷲幼稚園の廃園については、今でもこれは方向性なんです

ね。今現在幼稚園はやっていますから、４月からでも。そやもんで、廃園する前に、

廃園というのは廃止の議案が出てこなあかんもんで、その前に子ども・子育て会議

にかけるということであれば何ら問題はないと思うんですけど、教育長、どうです

か。 

○出口教育長  おっしゃるとおりで、今幼稚園はまだ存続をしております。 

○仲委員  ということは、何ら法に抵触していないと。市長が言われたように、

法に抵触しているものを県に出して、県も子ども・子育て会議にかけるんですね。

この時点において引っかかります。ということは、何ら問題ないという肯定ができ

るわけですね。 

 もう一つ、子ども・子育て会議というのは議事録は公表していますか。 

○芝山福祉保健課係長  公表はしておりません。 

○仲委員  子ども・子育て会議の条例に、第８条、委員及び臨時の委員は職務上

知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とするというように

なっていますね。これはどういうふうに解釈したらよろしいですか。 

 全てのことを秘密保持で漏らしてはならないとか、誰々が言ったことは漏らして

はならない、氏名まで漏らしてはいけないという意味なのか。その解釈を。 

○山口福祉保健課長  職務上知り得た秘密ということなので、この子ども・子育

て会議で誰がどのようなことを発言されたのかというところは漏らしては駄目だと

いう内容だと思います。 

○仲委員  会議録も出ていないものが子ども・子育て会議の議論があったことを

一委員が知っておるというのは僕は理解できないんですけど、それはそれでよろし

いですけど。 

○内山副委員長  私は情報公開において２７年度からの子ども・子育て会議の内

容を全て取っております。その中で全部読んでみても全く書かれていないんです。

話されていないです。もしよろしかったら全部見せます。それに基づいてお話をし

ているんです。 

 今、利用料、利用料ということですけれども、これは第２項の市町村の保育利用

点数の続き、あらかじめ市町村は第１項の規定により特定保育制度の利用点数を定

めたときは、その他の場合にあっては子供の保護者、その他この支援に係る当事者

の意見を聞かなければならない。そして、計画書というのは受給、お金を配分する、
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お金をきちんとするという計画書なんです。これは。ほかの計画とは違うんです。

だから、きちんとしなければいけないんです。 

 だから、廃園とかそういうことに関しても、その利用料を決める前にきちんと親

のニーズに向けてちゃんと子ども・子育て会議で話される。だから、お金がかかっ

ているので、必ずこの計画を守らなければいけないんです。だから、子ども・子育

て会議を開いて、その中で論議されて、そうしたら３歳児は無理なんやな、受入れ

は無理なんやな、どうなんかなと、いろんなことを話さなければいけないんです。

ならないことなんです。これは。 

 これはほかの計画とは違う。お金に関しての大事な計画なんです。だから、何度

も言うように、手順の中で教育長の示されていることもおっしゃることも分かって

いるんです。だけれども、きちんとここで子ども・子育て会議という、これは重要

な役割なんです。税金をきちんと配分するために、ここにしなさいよというこれは

条例なんです。だから、ここできちんと話し合わなければならないので、それにお

いて教育委員会がその会議に積極的に参画して、そこで意見を述べるのはオーケー

です。市長もオーケーです。だけれども、きちんとその根底にある子ども・子育て

会議でまず１回話をしなきゃならないんですよ。 

 だから、もう何回も言うんですけれども、お金に関してのこれは事業支援計画な

んです。ここが重要なんです。あなた方はただ利用定員を決めたらいいと言ってお

るけれども、これを読んできちんと理解してください。これは地域におけるあれな

んです。地域で子育て支援法をみんなで守ろう。子育てを守ろう。親のニーズに応

えて、できないときはこの子ども・子育て会議でちゃんと話をして、そこでしてか

ら何もかも決めてかな、だけど、ここで決定しろと私は言っていません。話し合わ

れていないんです。 

 そして、そこからの段階で利用料を決めてきちんとしなければいけないんです。

そしてこの計画をきちんと載せなければいけないんです。適正化というのは６５人

じゃないでしょう。２０人でしょう、１５人でしょう。例えば教育長が言われるよ

うに１０人でもいいんです。きちんとそこに載せなければいけないんですよ。そう

したら、きちんと計画でここで廃園だなというのが分かるんです。 

○南委員長  すみませんけど、委員会の進行上、簡潔にお願いをいたします。 

○内山副委員長  だから、全くこの意味、手順の中で、市長も教育長が言われる

のはまず１回ここできちんと話合いをされて無理やなとか、そういう話をしなけれ

ばいけないことなんです。だから、私が言うのは県に何を持っていったとしても、
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きちんとここで話し合われていないということは、これは県が判断することですけ

れども、この中身をどういうふうにして持ったか私も分かりません。 

 だけど、私もちょっと問合せもしてみたけれども、問題点は利用料に対してこの

子育て会議で話されているかどうかということです。だから、これが問題で終わっ

て済むのか。それが違法になるのか。私は県の判断なので分かりません。だから、

どういう書類を持ったかも私も分かりません。だけれども、ここに私が持ってきた

情報の中では一回もそんなことはありません。２８日も２月６日も３月２５日も、

そして突然に８月で、定員を決めるために協議をしなければならないって、これは

おかしいじゃないですか。私はそこを言っているんです。これは市としての姿勢な

んです。 

 この計画書はすごく大事な罰則もあるこの支援法なんですよ。だから、そこで聞

いているのか聞いてないかそこだけです。それがあったら何も文句も言わないしも

う本当に気持ちよくしたい。そこであなた方がどこに向き合ってこれを進めていっ

たのかということを私は問いかけているんです。 

○山口福祉保健課長  この計画策定に当たって意見を聞いていないというお話か

と思うんですけれども、そもそも先ほどから言われている１月３１日にＰＴＡの尾

鷲幼稚園の３年保育の要請について回答するというところがまず始まりかと思うん

ですけれども、それで令和２年２月６日に支援事業計画策定における会議が開かれ

ておると。 

 内山委員も今言われたことなんですけれども、認定こども園について話をされて

いないじゃないかというところなんですけれども、認定こども園の内容については

まだまだあの時点では検討していく段階であって、幼稚園ではなくてこども園とい

うその施設が尾鷲市にとっては一番望ましいんじゃないかというところで教育委員

会がある一定の方向性を示したと思うんです。 

 まだまだ検討していく段階であったというところ。なので、当然利用定員につい

て協議する段階でもございませんし、何の素案もないような状況でしたので、意見

を聞く状況にはなかったのかなというところでございます。ただ、議事録の中を見

ていただくと分かると思うんですけれども、委員から御質問があったというところ

で、そこの回答としては具体的なことはこれからの検討となりますという回答をし

ておるというところです。 

 ただし本市の方針として、この計画にも書いてありますように、認定こども園を

設置していく方針というのは定めましたので、事業計画の主要施策として位置づけ
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ておって、認定こども園を検討するというふうに明記しております。この計画の中

で、認定こども園の記載をしていること、この事業計画策定に当たっては認定こど

も園の記載があることは当然説明の中でもさせていただいていますし、子ども・子

育て会議の委員の方については、そういった記載があることは認識していただいて

いると思います。 

 また、実施主体が決定したのは令和３年の７月１日に民生事業協会から設置運営

の回答をもらってから、具体的な定員数というのが検討されておりますので、令和

３年８月２７日の子ども・子育て会議で利用定員などの意見を委員の方に聞いたと

いう経緯でございます。 

○南委員長  副委員長、簡潔にお願いします。 

○内山副委員長  ２月６日でその方向性があるのならば、尾鷲幼稚園から幼保連

携型認定こども園にするかどうかということはどうなのかということをまず話され

なくてはいけないじゃないですか。子ども・子育て会議において、その方向性をき

ちんとどういうふうに移行するのか、そこで話し合わなければならないんです。こ

の細則とかそんなものをいっぱい読んでみると、内閣府の設定に当たっては地方版

子ども・子育て会議などの議論を通じて透明性を確保というのがきちんと書かれて

います。 

○下村副市長  １月３１日に市のほうで考え方を示したという中で、議会からも

いろいろお叱りも受けた中で、３月議会の中で認定こども園の設置に向けてはいろ

んな方の意見をいただきながら、設置の方向で検討していきたいということが２年

４月からスタートしたわけなんですよね。 

 その中で、新型コロナの流行等もあって若干遅れはしたんですが、認定こども園

についての調査研究、教育委員会による視察、それと子育て世帯に対するアンケー

ト調査も実施して、３年２月に教育委員会のほうから設置に向けた経緯、取組状況、

広報紙による認定こども園の周知というのをさせていただいて、８月には、園の１

日のスケジュールや特に利用定員の設置に関する御意見を伺って、それで９月の委

員会でも説明させていただきました。随時議会にも説明させていただきましたので、

子ども・子育て会議できちっとそういう話はしております。令和２年７月から再ス

タートしたような形でございます。 

○南委員長  副委員長、この議論を聞いておりますと、執行部と委員さんとはか

なりの見解の相違があるように思うんですわ。このまま議論しても平行線で進むよ

うな委員会ですので、いずれにしろ、結論からしましたらもう４月１日から認定こ
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ども園は県、国の認可を受けてスタートするのは現実でございます。そういったわ

けで今回提示されておる保育所の一部改正ということで、保育所イコール認定こど

も園も明記するということですので、ある程度の部分で理解をしてもらわんことに

は、このまま平行線でどれだけ時間がたってもこの議論は尽きないと思うんですね。

僕は、自身では最低の手続と手順は踏んでいるように認識をしております。 

 以上ですので、もう理解した上での議論をしていただかないことには平行線でこ

のまま終わってしまいますので、あとはもう採決ではっきりする以外ないと思いま

す。 

○中村委員  もちろん４月から新制度がもう始まってしまうということについて

は、それはそれで私たちがきっと気がつくのが遅過ぎたからそうなってしまったと

思ってすごく申し訳ないと思っているんですけれども、今、私たちが問題にしてい

るのは、私たちも知らんかったけど、市役所のこの仕事のやり方を見ていると私ら

と同じぐらい知らんかったんと違うかなと思うので、もう４月から始まるというこ

とについて私たちは何も文句は言っていないんですよ。ただ、私は素直にごめんな

さいって言ってほしいだけなんですよ。みんなに。６,３５８を集めた人たちに。

手順を踏んでいませんでしたと。 

○山口福祉保健課長  手順は先ほど冒頭に私が説明したとおり、いろんな経緯が

ある中で法律にのっとって手順は踏んできています。意見は聞いておりますので、

聞いていないことはないので、法的には不備はなかったと思っています。 

○内山副委員長  もう一回だけ言わせてください。尾鷲幼稚園から幼保連携型認

定こども園の移行に関しては事業計画となります。だから、きちんとその移行に関

しての手続の中で子ども・子育て会議の中で話し合われていないというのは、課長

が内容についてしか話されていないと言われていると思うんですよ。移行について

の意見がないということを私は問題なんですよということを言っているだけの話な

んです。 

 だから、課長は全部読んでくれたんですか。その内容だけでこの移行に関しての

話は誰か一人でも意見を言っていますか。そして、この地域の中で一番きちんとし

なければいけないのは、保護者の中とか、委員とか、教育委員会とか、全てにおい

て重なっている方がいるわけですよ。子ども・子育て会議の委員もしていたり、教

育委員をしていたり、そしてその中の保護者だったりとか。 

 だからそういうことがあるので、きちんと手順を踏まないと、１月３０日の開催、

廃園にしますとここにちゃんと回答書の書類も持っています。どういうふうに言わ
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れたかも。それが全部重なっていくんです。ここは狭い地域です。だから、きちん

と手順を踏んでほしいんです。手順と言ったら誤解というんですけど、子ども・子

育て会議の役割をきちんとしてほしいんです。私はその時点で思います。それだけ

です。 

○南委員長  委員会として、各委員の審議メンバーについて異議を唱えるのはい

かがなものかなと思いますので、今そういった意味では行政は行政として公募する

ところは公募して、バランスよく各種団体へお願いをしておるのが現実でございま

すので、たまたま同じ方が出てくるというふうに僕は理解をしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 これで議案第７号と８号の審査は終了します。 

 ここで１０分間休憩します。 

（休憩 午前１０時５１分） 

（再開 午前１１時００分） 

○南委員長  休憩前に引き続き、委員会を続行いたします。 

 次に、議案第１７号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１６号）の説明を

お願いいたします。 

○山口福祉保健課長  それでは、議案第１７号、令和３年度尾鷲市一般会計補正

予算（第１６号）の議決についてのうち、福祉保健課に関する予算について御説明

いたします。 

 まず、歳入から御説明いたします。 

 予算書の１４、１５ページを御覧ください。通知いたします。 

 １２款分担金及び負担金、１項負担金、２目衛生費負担金８万３,０００円の減

額は、１節保健費負担金８万３,０００円の減額で、各種がん検診自己負担金８万

３,０００円の減額は実績見込みによるものでございます。 

 次に、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金１,１００万

３,０００円の減額は、２節児童福祉費負担金１,１００万３,０００円の減額のう

ち、児童保護措置費負担金３１３万４,０００円の減額及び児童手当国庫負担金４

５５万６,０００円の減額は、対象者数実績見込みによる減額で、母子生活支援施

設入所措置負担金２９万５,０００円の減額は、入所世帯数の実績見込みによるも

ので、児童扶養手当負担金３０１万８,０００円の減額は、対象者数実績見込みに

よるものでございます。 
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 次に、２目衛生費国庫負担金１８２万８,０００円の減額は、１節保健費負担金

１８２万８,０００円の減額で、新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金１８

２万８,０００円の減額は、他市町の住民に対し集団接種会場にて接種した費用に

ついては住所地の市町の負担となるため、国庫負担金を減額するものでございます。 

 次ページを御覧ください。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金１,２２２万６,０００円の減額のうち、

１節社会福祉費補助金は１８万７,０００円の減額で、地域生活支援事業費等補助

金１８万７,０００円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、社会参

加事業の一部を中止したことによる減額でございます。 

 次に、２節児童福祉費補助金１,２０３万９,０００円の減額のうち、児童虐待Ｄ

Ｖ対策等支援事業補助金４４万７,０００円の減額は、交付税算入されることとな

ったため、国庫補助金を減額するものでございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金１,３７５万円の

減額は、子育て世帯生活支援特別給付金事業（独り親世帯分）及び独り親以外の世

帯分の実績見込みによるものでございます。 

 保育士等処遇改善臨時特例交付金２１５万８,０００円の増額は、保育士等及び

放課後児童クラブの支援員等の処遇改善を目的に、収入３％程度引上げを行う補助

率１０分の１０の国庫補助金でございます。内容につきましては、後ほど歳出と併

せて御説明いたします。 

 次に、１５款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金８２３万９,０００

円の減額のうち、福祉保健課分は２節児童福祉費負担金４６３万９,０００円の減

額で、児童保護措置費負担金３２４万２,０００円の減額及び児童手当県費負担金

１２４万９,０００円の減額は、対象者数の実績見込みによる減額で、母子生活支

援施設入所措置費負担金１４万８,０００円の減額は、入所世帯数の実績見込みに

よるものでございます。 

 次に、２項県補助金、２目民生費県補助金６５６万４,０００円の減額は、１節

社会福祉費補助金６２５万９,０００円の減額で、心身障害者医療費補助金４８７

万７,０００円の減額は、医療費補助金の実績見込みによるもので、三重県障害者

自立支援給付費等補助金９万３,０００の減額は、新型コロナウイルス感染症の影

響に伴い、社会参加事業の一部を中止したことによる減額でございます。 

 子ども医療費補助金１２８万９,０００円の減額は、医療費助成金の実績見込み

によるものでございます。 
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 ３節地方改善事業費補助金３０万５,０００円の減額は、隣保館運営費補助金３

０万５,０００円の減額で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、人権講演会

等事業を中止及び縮小したことによるものでございます。 

 次に、３目衛生費県補助金５３万９,０００円の減額のうち、福祉保健課分は１

節保健費補助金９万円の減額で、健康増進事業補助金９万円の減額は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響に伴い、健康ハッピーデーを中止したことによるものでござ

います。 

 ２０、２１ページを御覧ください。 

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入３７３万２,０００円の減額は、４節衛生費

雑入１,２１６万８,０００円の減額のうち、福祉保健課分は新型コロナワクチン他

市町接種費支払金１８２万８,０００円の増額で、他市町の住民に対し集団接種会

場にて接種した費用については住所地の市町の負担分となるため、増額するもので

ございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ３８、３９ページを御覧ください。通知いたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費９７５万３,０００円の減額は、

細目医療給付費９７５万３,０００円の減額で、心身医療費助成金９７５万３,００

０円の減額は、心身障害者医療費の実績見込みによるものでございます。 

 次に、３目自立支援給付事業３７万５,０００円の減額は、細目地域生活支援事

業費３７万５,０００円の減額で、社会参加促進事業委託料３７万５,０００円の減

額は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、社会参加事業の一部を中止したこ

とによる減額でございます。 

 次に、６目子ども医療費３００万円の減額は、細目子ども医療費助成事業３００

万円の減額で、医療費助成金の実績見込みによるものでございます。 

 次ページ、４０、４１ページを御覧ください。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費１７万６,０００円の増額は、細目放課後

児童健全育成事業１７万６,０００円の増額で、放課後児童支援員等処遇改善臨時

特例事業補助金１７万６,０００円の増額は、放課後児童クラブの支援員等の処遇

改善を目的に収入３％程度を引き上げるため、国庫補助金を活用した補助金でござ

います。内容につきましては後ほど資料により御説明いたします。 

 ２目児童措置費２,１３３万２,０００円の減額は、細目保育所事業３６８万８,

０００円の減額で、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金１９８万３,０００円の
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増額は、保育士等の処遇改善を目的に収入３％程度を引き上げるための国庫補助金

を活用した補助金でございます。内容につきましては、歳入及び先ほどの放課後児

童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金と併せて担当係長より資料を使って御説明

いたします。通知いたします。 

○芝山福祉保健課係長  それでは、保育士放課後児童支援員等処遇改善臨時特例

事業につきまして御説明いたします。 

 本事業は、新型コロナウイルス感染症への対応が求められる最前線で働く保育士、

放課後児童支援員の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前

提として、令和４年２月から収入を３％程度引き上げる措置を実施することを目的

といたします。 

 本事業の対象は、保育園、認定こども園に勤務する職員、２、放課後児童クラブ

に勤務する職員が対象となります。 

 補助の内容ですが、令和４年２月から職員に対して３％程度の賃上げ改善を行う

保育園、認定こども園、放課後児童クラブに対して賃金改善に必要な費用を補助い

たします。 

 補助額の算定ですが、保育園につきましては保育園の規模ごとに月額の補助基準

額が定められており、その基準額に令和３年度年齢別平均利用児童数と事業実施月

数を乗じた額となります。放課後児童クラブにつきましては、１万１,０００円に

賃金改善対象者数と事業実施月数を乗じた額となります。 

 歳出につきましては、先ほどの算定式で事業実施月数を２月、３月の２か月分で

計算した額といたしまして、放課後児童健全育成事業につきましては１７万６,０

００円、保育所事業につきましては１９８万３,０００円でございます。 

 歳入につきましては、保育士等処遇改善臨時特例交付金２１５万８,０００円で、

全額国庫補助となります。 

 以上です。 

○山口福祉保健課長  それでは、予算書の４０、４１ページにお戻りください。

通知いたします。 

 扶助費５６７万１,０００円の減額は、保育所運営費（施設型給付費）５６７万

１,０００円の減額で、利用者の実績見込みによるものでございます。 

 次に、細目児童手当給付事業７０５万５,０００円の減額は、扶助費の児童手当

７０５万５,０００円の減額で、実績見込みによるものでございます。 

 次に、細目母子生活支援事業５８万９,０００円の減額は、扶助費の母子生活支
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援施設入所措置費５８万９,０００円の減額で、入所世帯数の実績見込みによるも

のでございます。 

 次に、細目子育て世帯生活支援特別給付金給付事業１,０００万円の減額は、補

助金の次ページを御覧ください。子育て世帯生活支援特別給付金（独り親世帯以外

分）１,０００万円の減額で、実績見込みによるものでございます。 

 次に、３目母子福祉費１,２８０万２,０００円の減額は、細目児童扶養手当給付

事業９０５万２,０００円の減額で、扶助費の児童扶養手当９０５万２,０００円の

減額は実績見込みによるものでございます。 

 次に、細目子育て世帯生活支援特別給付金給付事業３７５万円の減額は、補助金

の子育て世帯生活支援特別給付金（独り親世帯分）３７５万円の減額で、実績見込

みによるものでございます。 

 次に、３項生活保護費、１目生活保護総務費１３万９,０００円の減額は、細目

生活保護一般事務費１３万９,０００円の減額で、旅費の１３万９,０００円の減額

は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、研修等が中止になったことによるも

のでございます。 

 次に、４項地方改善事業費、１目地方改善事業費５９万５,０００円の減額は、

細目隣保館運営事業５９万５,０００円の減額で、新型コロナウイルス感染症の影

響に伴い、運営委員会、各種講座の縮小や、次ページを御覧ください。講演会、視

察研修等の中止によるものでございます。 

 次に、４款衛生費、１項保健費、１目保健総務費２３万８,０００円の減額は、

細目一般保健事業３万８,０００円の減額で、負担金の三重県市町保健師協議会負

担金３万８,０００円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業の

中止や縮小によるものでございます。 

 次に、２目予防費５１６万円の減額は、細目予防接種事業５１６万円の減額で、

定期予防接種委託料４５０万円の減額、任意予防接種委託料６６万円の減額は、実

績見込みによるものでございます。 

 次に、３目保健事業普及費２４９万５,０００円の減額は、細目健康増進事業１

４０万３,０００円の減額で、健康づくり検診委託料６９万２,０００円の減額、が

ん検診委託料７１万１,０００円の減額は、実績見込みによるものでございます。 

 次ページ、４６、４７ページを御覧ください。 

 細目母子保健事業８９万６,０００円の減額は、妊婦・産婦健康診査等委託料１

３４万３,０００円等の減額で、実績見込みによるものでございます。 
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 細目歯科保健事業５万７,０００円の減額は、歯科保健事業委託料５万７,０００

円の減額で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、フッ化物洗口事業の一部中

止によるものでございます。 

 次に、細目健康ハッピーデー事業１３万９,０００円の減額は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に伴い、事業を中止したことによる関連経費の減額でございます。 

 次に、７ページを御覧ください。通知いたします。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、事業名、子育て世帯等臨時特別支援事業２００万

５,０００円の追加は、既に給付を行っております子育て世帯への支援として、児

童を養育している者の年収が９６０万円以上の世帯を除き、ゼロ歳から１８歳まで

の子供１人当たり１０万円を支給する給付金で、対象者が令和４年３月３１日まで

に生まれた新生児及び離婚した養育者にも新たに給付されることに伴い、受給期間

が本年４月３０日までとしたことから、給付額１０万円、対象者２０名分で、２０

０万円と５,０００円の手数料等を合わせた２００万５,０００円を繰越しするもの

でございます。 

 以上が令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１６号）の予算説明でございます。

よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願いいたします。 

○南委員長  補正予算の説明は以上です。 

 御質疑のある方は御発言をお願いいたします。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ちょっと課長、１点だけよろしいかいな。２１ページの新型コロナ

ウイルスワクチン他市町接種支払いは何名ぐらいおられたんですか。これ、参考ま

でに。２１ページ。 

○東福祉保健課係長  約５００名程度です。 

○南委員長  ようけおったね。ありがとう。 

 それでは、補正予算の審査は終了いたします。 

 引き続きまして、議案第１２号、令和４年度の一般会計予算の説明をお願いいた

します。 

○山口福祉保健課長  それでは、議案第１２号、令和４年度尾鷲市一般会計予算

の議決についてのうち、福祉保健課に関する予算について御説明いたします。 

 まず、歳入から御説明いたします。 

 予算書の２２、２３ページを御覧ください。通知いたします。 
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 １２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金５,４０９万円は、１

節障害者福祉費負担金１,０５３万９,０００円で、地域支援センターと他町負担金

９１８万円は、紀北地域障がい者相談支援センターの運営に対する紀北町からの負

担金でございます。 

 療育教室事業他町負担金１３５万９,０００円は、療育教室事業運営委託に伴う

紀北町からの負担金でございます。 

 ２節老人福祉費負担金１,７４３万５,０００円は、尾鷲市養護老人ホーム聖光園

ほか入居者の負担金１,６８８万２,０００円と生活管理指導短期宿泊事業ショート

ステイの利用者負担金５５万３,０００円でございます。 

 ３節児童福祉費負担金２,６１１万６,０００円は、保育所入所保護者負担金で、

地域医療支援事業（巡回医療療育相談他町負担金）１万３,０００円は、巡回医療

相談委託に伴う紀北町からの負担金でございます。 

 次に、２目衛生費負担金３２４万４,０００円、１節保健費負担金３２４万４,０

００円は、救急医療体制強化事業他町負担金として紀北町からの負担金１５０万３,

０００円、各種がん検診自己負担金１５９万２,０００円等でございます。 

 次に、１３款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料１１万２,０００

円、１節社会福祉使用料１１万２,０００円は、簡易住宅使用料２万４,０００円、

福祉保健センター使用料８万円等でございます。 

 次に、２６、２７ページを御覧ください。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金８億３,５９２万９,

０００円、１節社会福祉費負担金２億４,１６４万９,０００円のうち、福祉保健課

分は２行目の特別障害者手当等給付費負担金から生活困窮者自立支援事業等国庫負

担金までで、障がい者や障がい児及び生活困窮者に対する事業の国庫負担金でござ

います。 

 次に、２節児童福祉費負担金３億５,６０２万１,０００円は、保育所や認定こど

も園運営費に係る子供のための教育保育交付金、児童手当交付金、児童扶養手当負

担金等でございます。 

 ３節生活保護費負担金２億３,８２５万９,０００円は、生活扶助費、医療扶助費、

介護扶助費に対する国庫負担金でございます。 

 次に、２目衛生費国庫負担金２,１９６万円、１節保険費負担金２,１９６万円は、

未熟児養育医療費等国庫負担金２０万円、新型コロナウイルスワクチン接種事業負

担金２,１７６万円でございます。 
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 次に、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金３,８２８万３,０００円、１節社

会福祉費補助金９１２万６,０００円は、地域生活支援事業費等補助金でございま

す。 

 ２節児童福祉費補助金２,３３１万２,０００円は、母子家庭等対策総合支援事業

補助金２８５万円、子ども・子育て支援交付金８１５万３,０００円、保育対策総

合支援事業費補助金２８４万５,０００円、地域少子化対策重点推進交付金７５万

円、保育士等処遇改善臨時特例交付金８２５万４,０００円等でございます。 

 ３節生活保護費補助金５８４万５,０００円は、生活困窮者就労準備支援事業等

補助金５４４万６,０００円等でございます。 

 次に、３目衛生費国庫補助金１,８５０万２,０００円のうち、福祉保健課分は、

１節保健費補助金１,２３９万２,０００円で、母子保健衛生費国庫補助金４５万４,

０００円、風疹抗体検査補助金９９万円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保事業費国庫補助金１,０８１万円でございます。 

 次ページを御覧ください。 

 次に、３項委託金、２目民生費委託金４００万５,０００円のうち、福祉保健課

分は２節児童福祉費委託金７万７,０００円で、特別児童扶養手当事務取扱交付金

７万７,０００円でございます。 

 次に、１５款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金３億６,５７２万８,

０００円のうち福祉保健課分は、１節社会福祉費負担金２億４,２５４万円のうち、

三重県障害者自立支援給付費等負担金１億１９８万６,０００円、行旅病人及び死

亡人取扱費負担金３４万４,０００円及び三重県障害児通所給付費等負担金１４３

万１,０００円でございます。 

 ２節児童福祉費負担金１億１,７７７万２,０００円は、施設型給付費・地域型保

育給付費県費負担金９,２８６万２,０００円、児童手当県負担金２,４６８万２,０

００円等でございます。 

 ３節生活保護費負担金５４１万６,０００円は、生活保護法第７３条による負担

金でございます。 

 次に、３目衛生費県負担金１０万円は１節保健費負担金１０万円で、養育医療給

付事業等負担金１０万円でございます。 

 次ページ、３０、３１ページを御覧ください。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金は６,９８３万７,０００円で、１節社会福祉

費補助金５,１０３万４,０００円は、心身障害者医療費補助金３,３７５万円、三
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重県障害者自立支援給付費等補助金３１２万２,０００円、子ども医療費補助金１,

３５９万９,０００円等でございます。 

 ２節児童福祉費補助金１,４８１万４,０００円は、一人親家庭等医療費補助金５

７０万９,０００円、地域子ども・子育て支援事業補助金８１４万４,０００円等で

ございます。 

 ３節地方改善事業費補助金３９８万９,０００円は、隣保館運営費補助金３９８

万９,０００円でございます。 

 次に、３目衛生費県補助金３５８万２,０００円のうち、福祉保健課分は１節保

健費補助金１４４万５,０００円で、県特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金

１４万７,０００円、健康増進事業補助金１１４万４,０００円等でございます。 

 次に、３６、３７ページを御覧ください。 

 ２０款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入３５７万３,０００円

のうち、福祉保健課分は１節災害援護資金貸付金返還金１５万８,０００円で、平

成２３年度に発生した水害に対する貸付金の返還金でございます。 

 次に、４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入５,７９１万７,０００円、１

節地域支援事業受託事業収入５,７９１万７,０００円は、紀北広域連合から介護予

防を中心とした地域支援事業をはじめとする地域包括ケアシステムの推進に係る受

託事業収入でございます。 

 次に、５項雑入、１目雑入１億３,５９８万８,０００円のうち、福祉保健課分は、

次ページを御覧ください。３節民生費雑入５４万円で、生活保護法第６３条による

返還金５４万円でございます。以上が歳入についての御説明でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ８６、８７ページを御覧ください。通知いたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度予算額は８億３,５

６２万５,０００円で、対前年度比１１９万２,０００円の増額でございます。財源

内訳は、国庫支出金が８,４２２万１,０００円で、そのうち福祉保健課分は１０９

万４,０００円で、地域少子化対策重点推進交付金等でございます。 

 その他特定財源８５万４,０００円はふるさと応援基金繰入金等で、一般財源は

７億５,０５５万円でございます。人件費につきましては総務課より説明が行われ

ておりますので、割愛させていただきます。 

 細目社会福祉一般総務費は５億８,７４４万５,０００円でございます。主なもの

といたしましては、需用費８４２万２,０００円は福祉保健センターの光熱水費６
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９６万円等でございます。委託料６０３万円は、次ページを御覧ください。福祉保

健センターの管理に伴う各種委託料でございます。 

 負担金、補助及び交付金５億６,７９８万１,０００円は、負担金では紀北広域連

合負担金が５億１,２５９万６,０００円、補助金では社会福祉協議会運営助成金５,

２４２万３,０００円、新婚生活支援事業補助金１５０万円が主なものでございま

す。 

 新婚新生活支援事業補助金につきましては、資料により担当係長より御説明いた

します。通知いたします。 

○芝山福祉保健課係長  それでは、結婚新生活支援事業につきまして御説明いた

します。 

 本事業は、婚姻に伴う新生活に際して経済的な支援を行うことにより、地域にお

ける少子化対策の強化及び婚姻に伴う経済的不安の軽減を目的として、新規に婚姻

した世帯に対して住居費及び引っ越し費用等を補助するものです。 

 対象経費といたしましては、結婚を機に市内の住宅の取得、敷金、礼金、共益費、

仲介手数料等の住居費と引っ越しに関わる費用となります。 

 補助対象者といたしましては、当該年度に婚姻届を提出し受理された夫婦で、申

請日に夫婦共に尾鷲市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地

であり、申請日より２年以上継続して尾鷲市に居住する意思があること、申請日の

属する年の前年度の夫婦の合計所得は４００万未満であること、夫婦共に３９歳以

下であることなど、このほかにも条件がございます。 

 補助金の額といたしましては、住居費、引っ越し費用を合わせて１世帯当たり３

０万円が上限額となります。対象世帯は５世帯を見込んでおります。歳出は１５０

万円、歳入は国の地域少子化対策重点推進交付金７５万円を見込んでおります。 

 以上です。 

○山口福祉保健課長  それでは、予算書８８、８９ページにお戻りください。通

知いたします。 

 次に、細目戦没者追悼式費は８３万５,０００円で、尾鷲市戦没者追悼式の費用

でございます。 

 次に、細目戦没者等遺族に対する特別弔慰金４万２,０００円は、対象者への案

内通知の費用でございます。 

 次に、２目障害者福祉費、本年度予算額は８,３６２万３,０００円で、対前年度

比１２４万３,０００円の減額でございます。財源内訳は、国県支出金が４,１８３
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万６,０００円、地方債は心身障害者医療費助成事業債が２,２００万円、その他特

定財源５３５万９,０００円は、紀北町からの事業委託に係る負担金が１３５万９,

０００円、ふるさと応援基金繰入金が４００万円で、一般財源は１,４４２万８,０

００円でございます。 

 細目障害者福祉一般事務費は３０万２,０００円で、障がい者福祉に係る事務費

等でございます。 

 次ページ、９０、９１ページを御覧ください。 

 細目特別障害者手当等給付費は１,０７８万７,０００円で、扶助費特別障害者手

当等給付費１,０７８万３,０００円は、特別障害者手当２９名分、障害児福祉手当

８名分を見込んでおります。 

 次に、細目医療給付費６,８００万８,０００円は、扶助費心身医療費助成金６,

７５０万円が主なものでございます。 

 次に、細目在宅援護事業は４５２万６,０００円で、委託料４２８万３,０００円

のうち療育教室事業運営委託料４０７万７,０００円は紀北町とともに尾鷲市社会

福祉協議会に療育教室事業の運営を委託するものでございます。 

 次に、３目自立支援給付事業、本年度予算額は４億４,４４５万１,０００円で、

対前年度比１,３６５万７,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支出金

が３億１,９６２万円、その他特定財源９１８万円は紀北町からの地域支援センタ

ー負担金で、一般財源は１億１,５６５万１,０００円でございます。 

 細目自立支援給付事業一般事務費は２,１３７万８,０００円で、主なものといた

しましては、委託料の紀北地域障がい者相談支援センター事業委託料１,９３９万

１,０００円は、紀北町とともに障がいのある方を対象に相談等の各種支援を尾鷲

市社会福祉協議会に委託するものでございます。 

 次に、細目介護給付訓練給付費は４億１,３６９万６,０００円で、次ページを御

覧ください。扶助費４億１,３６７万円が主なもので、障がいのある方が安心して

暮らせる１９市のサービスを提供するものでございます。 

 次に、細目地域生活支援事業費は９３７万７,０００円で、主なものといたしま

しては、委託料３５２万１,０００円は移動支援事業委託料をはじめ日中一時支援

事業などを尾鷲市社会福祉協議会などの事業所に委託するものでございます。 

 扶助費５４５万９,０００円は、ストマ用装具など日常生活用具給付事業費が主

なものでございます。 

 次に、４目老人福祉費、本年度予算額は１億１,９３３万８,０００円で、対前年
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度比１,７１２万９,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支出金が５６

万３,０００円、その他特定財源２,０５５万５,０００円は老人ホーム入所者負担

金等が１,７４３万５,０００円、紀北広域連合からの地域支援事業受託事業収入が

３１２万円で、一般財源は９,８２２万円でございます。 

 細目老人福祉一般事務費は６６３万２,０００円で、主なものといたしましては

次ページ、９４、９５ページを御覧ください。工事請負費５５２万２,０００円は、

養護老人ホーム聖光園２階廊下部分の空調設備改修工事費でございます。 

 次に、細目老人福祉施設援護事業は１億４４４万円で、主なものといたしまして

は、委託料９,９７９万円は養護老人ホーム聖光園の指定管理料でございます。 

 扶助費４６１万円は、老人福祉施設入所者措置費でございます。 

 次に、細目在宅援護事業は８２６万６,０００円で、主なものといたしましては、

負担金、補助及び交付金４４０万８,０００円は尾鷲市老人クラブ連合助成金１５

６万１,０００円、尾鷲市シルバー人材センター運営補助金２８４万７,０００円で

ございます。 

 扶助費３７６万８,０００円は、介護用品給付費３７６万８,０００円で、要介護

４及び５と認定される在宅の高齢者を介護している方７５人に対し、介護用品券を

支給することで在宅介護を支援するものでございます。 

 次に、６目子ども医療費、本年度予算額は３,３４０万６,０００円で、対前年度

比１５１万８,０００円の減額でございます。財源内訳は、国県支出金として子ど

も医療費県補助金が１,３５９万９,０００円、地方債は子ども医療費助成事業債が

４００万円、その他特定財源はふるさと応援基金繰入金が１,０００万円、一般財

源は５８０万７,０００円でございます。 

 細目子ども医療費助成事業は３,３４０万６,０００円で、主なものといたしまし

ては、次ページを御覧ください。扶助費の子ども医療費助成金３,３０２万４,００

０円は中学校を卒業するまでの医療費助成金でございます。 

 次に、７目介護保険費、本年度予算額は５,４７９万７,０００円で、対前年度比

１９８万４,０００円の増額でございます。財源内訳のその他特定財源５,４７９万

７,０００円のうち、福祉保健課分については５,０４６万４,０００円で、紀北広

域連合からの地域支援事業受託事業収入でございます。 

 細目地域支援事業（総合事業）は２,１７２万６,０００円で、主なものといたし

ましては、委託料２,０１８万２,０００円は一般介護予防事業を天使の家などの事

業所に委託するものでございます。 
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 細目地域支援事業（任意）は７９７万９,０００円で、主なものといたしまして

は、次ページを御覧ください。委託料７０１万６,０００円は食の自立支援事業委

託料が２６４万円で、高齢者の安否確認を兼ねた弁当の配食サービスでございます。

緊急通報システム管理委託料が４２５万１,０００円で、１４０台分の貸与を見込

んでおります。 

 次に、細目地域支援事業（包括）は２,０７５万９,０００円で、地域包括ケアシ

ステムの推進に係る事業として、三つの事業を尾鷲市社会福祉協議会へ委託するも

のでございます。 

 詳細につきましては、担当主幹より主要施策の予算概要で御説明いたします。通

知いたします。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  それでは、主要施策の予算概要２３ページを御覧

ください。 

 それでは、地域支援事業のうち包括的支援事業につきまして御説明いたします。 

 本事業は高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らしていけることができるよう、

多職種及び地域住民が連携、協働として課題に取り組み、地域包括ケアシステムの

構築を図ることを目的としている事業でございます。 

 事業の内容といたしましては、地域ケア会議推進事業、認知症総合支援事業、生

活支援体制整備事業の三つの事業から構成されており、いずれも尾鷲市社会福祉協

議会に委託しております。 

 まず、地域ケア会議推進事業につきましては、尾鷲市における地域包括ケア体制

の構築を図ることを目的としまして、１８名の多職種の委員から構成される会議を

開催し、個別事例から見える地域の課題を検討し、共有化を通じて連携の強化と支

援体制の整備を図るものでございます。 

 認知症総合支援事業につきましては、認知症にあっても住み慣れた地域で安心し

て生活していただくために、認知症の方やその御家族への支援を行うものでござい

ます。この中でも、医師を中心とした専門職から成る認知症初期集中支援チームに

つきましては、困難事例に対しまして様々な職種から専門的なアプローチを連携し

て行い、集中的、包括的に関与することで在宅生活を継続できるよう取り組むもの

でございます。 

 そのほか、認知症カフェの開催や認知症サポーターの養成などを行うことで支援

体制の強化を図っております。さらに認知症サポーターの中から活動いただける方

をチームとして認知症に係る取組に参画いただけるような仕組みを構築しておりま
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す。現在はコロナの影響により実際の活動には至っておりませんが、例えば認知症

カフェの運営に携わっていただくとか、そういった取組に今後展開してまいりたい

と考えております。 

 生活支援体制整備事業につきましては、住民の方などボランティアをはじめとす

る地域の様々な主体が連携を強め、高齢者が在宅で暮らし続けるための生活支援を

行う仕組みづくりを進めるものでございます。事業を実施するに当たりましては、

尾鷲市社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを２名配置し、実際に各地区に

出向いて住民の方々とのつながりを強めることを通して、地区ごとに異なる特性を

踏まえながら、各地域の課題の洗い出しや地域資源の活用などの検討を重ねており、

その地域に応じた支援の仕組みづくりを進めております。 

 本年度は特に買物支援の要望が強い周辺部におきまして、実証実験を行った結果

を踏まえまして実施方法の検討を進めておりまして、令和４年度には社会福祉協議

会の車両を活用する形でこの支援の本格稼働を予定しております。また、ごみ出し

支援につきましても現在ボランティアの方々と実験を行っており、本格実施に向け

て進めております。 

 そのほかにも先日開催いたしました地域支え合いドライバー養成講座など、移動

支援の担い手の育成を行っているほか、生活支援全般に関わっていただける生活支

援サポーター、いわゆる地域ボランティアを、暮らしささえ合い塾やわごころ会議

といった養成講座を通じて支援の裾野を広げていく取組を並行して行っている事業

でございます。 

 これらの令和４年度の事業費につきましては２,０７５万９,０００円であり、財

源は全額紀北広域連合からの受託事業収入でございます。 

 以上でございます。 

○山口福祉保健課長  それでは、予算書の９８、９９ページにお戻りください。

通知いたします。 

 次に、９目生活困窮者自立支援事業費、本年度予算額は１,４７３万５,０００円

で、対前年度比３８５万８,０００円の増額でございます。財源内訳は、国庫支出

金が１,２２１万３,０００円、一般財源が２５２万２,０００円でございます。 

 細目生活困窮者自立支援事業費は１,４７３万５,０００円で、主なものといたし

ましては、委託料１,１６５万４,０００円は生活困窮者自立支援事業委託料１,１

６５万４,０００円で、自立相談支援など尾鷲市社会福祉協議会に委託するもので

ございます。 
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 次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額は４,７６１万２,０

００円で、対前年度比５０８万３,０００円の増額でございます。財源内訳は、国

県支出金が９０６万６,０００円、その他特定財源２１４万９,０００円はふるさと

応援基金繰入金で、一般財源は３,６３９万７,０００円でございます。 

 細目児童福祉一般総務費は７７万４,０００円で、次ページ、１００、１０１ペ

ージを御覧ください。負担金、補助及び交付金の補助金３６万円は、子育て団体活

動支援事業補助金３６万円でございます。 

 こちらにつきましては、資料により担当係長より御説明いたします。通知いたし

ます。 

○芝山福祉保健課係長  それでは、子育て団体活動支援事業につきまして御説明

いたします。 

 本事業は、地域全体で子育て家庭を見守る機運を高め、子育てしやすいまちづく

りを推進し、地域における子育て支援を行う団体の活動支援を目的といたします。 

 補助対象事業としましては、１、子供や子育て世帯の居場所を提供する事業、２、

子供や子育て世帯への食や生活必需品の提供を行う事業、３、子供や子育て世帯と

地域の交流づくりを行う事業、４、その他市長が子育て支援に必要と認める事業が

対象となります。 

 補助対象者といたしましては、補助対象事業を実施する団体のうち、尾鷲市を拠

点として月１回以上子育て支援に関する活動を行う団体であること。団体構成員の

過半数以上が尾鷲市民であること。利用者の過半数以上が尾鷲市民であること。営

利を目的としない団体であること。市からほかの助成が行われていないことを条件

といたします。 

 補助対象経費としましては、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、

材料費、通信運搬費、手数料、備品購入費などを対象といたします。 

 補助金の額ですが、１団体当たり１２万円を上限といたします。対象見込団体数

は３団体とし、歳出は３６万円です。 

 以上です。 

○山口福祉保健課長  予算書の１００、１０１ページにお戻りください。通知い

たします。 

 次に、細目放課後児童健全育成事業は１,３８９万４,０００円で、委託料、放課

後児童クラブ運営委託料１,３３６万６,０００円は尾鷲小学校においてわんぱくク

ラブを尾鷲民生事業協会に、福祉保健センターにおいてくれよんをＮＰＯ法人あい
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あいにそれぞれ委託するものでございます。 

 負担金、補助及び交付金の補助金５２万８,０００円は、放課後児童支援員等処

遇改善臨時特例事業補助金５２万８,０００円でございます。こちらにつきまして

は、補正予算第１６号の説明の中で資料１により御説明した内容と同様、令和４年

度分の児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金になります。対象期間は令和４年

４月から９月分までの６か月分となります。 

 次に、細目ファミリーサポートセンター事業は６万８,０００円で、子育ての手

助けが必要な方と手助けが可能な方が会員となり、市がコーディネートを行う子育

て支援の有償ボランティア制度に係る費用でございます。 

 次に、細目多子世帯支援事業は１３７万５,０００円で、扶助費１３６万８,００

０円は多子世帯支援給付費１３６万８,０００円で、３人目以降が生まれた世帯に

対し満２歳の誕生月まで紙おむつ及び粉ミルク等購入券を支給するもので、１９世

帯を見込んでおります。 

 次に、２目児童措置費、本年度予算額は７億３３９万８,０００円で、対前年度

比７０４万８,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支出金として子供

のための教育・保育給付交付金など４億６,４８８万９,０００円、地方債１,４０

０万円は障害児保育事業債で、その他特定財源６,０８７万９,０００円は保育所入

所保護者負担金が２,５３０万９,０００円、ふるさと応援基金繰入金が３,５５４

万６,０００円等で、一般財源は１億６,３６３万円でございます。 

 細目保育所等事業は５億４,０５９万８,０００円で、主なものといたしましては

委託料１,１２５万円で、地域子育て支援センター事業委託料８３９万８,０００円

は尾鷲第二保育園に併設する子育て支援センターちびっ子ひろばの事業委託料で、

一時預かり保育事業委託料２８５万２,０００円は、ひのきっここども園で一時預

かり保育事業をそれぞれ尾鷲民生事業協会に委託するものでございます。 

 次に、負担金、補助及び交付金８,７７２万８,０００円の主なものといたしまし

ては、次ページを御覧ください。加配保育士を配置し、児童の発達を支援する障害

児保育対策事業費補助金３,９２２万８,０００円のほか、保育所及び認定こども園

の給食費の無償化に係る給食費支援事業補助金１,０３１万８,０００円、保育所及

び認定こども園におけるＩＣＴ化を進めるための保育所等におけるＩＣＴ化推進事

業補助金４２７万２,０００円、保育士等の処遇改善を目的に収入３％程度を引き

上げるため、１０分の１０の国庫補助金を活用した保育士等処遇改善臨時特例事業

補助金７７２万７,０００円などでございます。 
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 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金につきましては、補正予算第１６号の説明

の中で資料１により御説明した内容と同様、対象期間が令和４年４月から９月分ま

での６か月分になります。 

 給食費支援事業補助金、保育所等におけるＩＣＴ化推進事業補助金につきまして

は資料により担当係長より御説明いたします。通知いたします。 

○芝山福祉保健課係長  それでは、給食費支援事業から御説明いたします。 

 保育園、認定こども園を利用する児童の保護者で、負担すべき保育園等で提供さ

れる食事の実費相当分である給食費を補助することにより経済的負担の軽減を図り、

安心して子育てできる環境づくりに資することを目的といたします。 

 補助対象は、保育園等で提供される主食費、御飯、パン等及びおかずやおやつと

なる副食費が対象となり、対象者は保育園等を利用する３歳児以上の保護者となり

ます。 

 補助の交付対象者としましては、市内の保育園等を利用する保護者につきまして

は現物給付として無償で提供するため、保育園等の長を対象とし、市内の保育園等

を利用する保護者につきましては個人の申請により個人に助成いたします。 

 補助金の額につきましては、主食費につきましては年額２,６００円、副食費は

月額４,５００円を上限といたします。 

 対象見込数といたしましては、主食費の対象は児童数で２３０名、副食費は１８

０名を見込んでおります。歳出につきましては１,０３１万８,０００円になります。 

 続きまして、保育士等におけるＩＣＴ化推進事業について御説明いたします。 

 保育園、認定こども園の保育士等の業務負担の軽減及び保育周辺業務を円滑に行

うため、教育・保育現場のＩＣＴ化を進めることを目的といたします。また、導入

するタブレット型パソコンに園児も触れる機会を設け、タブレット型パソコンに慣

れ親しみ、小学校へ進学したときの１人１台パソコンに円滑に対応できるようにい

たします。 

 補助対象は、保育園、認定こども園全７か園において教育・保育に関する計画記

録や保護者への連絡、こども園登園管理など、保育周辺業務等を円滑に行うための

現場のＩＣＴ化に伴う機器導入の初期費用の一部とし、具体的には各園にノート型

パソコン、タブレット端末、無線ルーター、無線中継器を配置いたします。 

 歳出ですが、本事業は補助対象事業費としましては５６９万５,０００円であり、

費用負担は国２分の１、市４分の１、事業者４分の１となっておりますことから、

歳出といたしましては事業費の４分の３であります４２７万２,０００円とし、歳
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入は国の負担分として２８４万５,０００円を計上いたしております。 

 以上です。 

○山口福祉保健課長  予算書の１０２、１０３ページにお戻りください。通知い

たします。 

 扶助費４億４,１２７万６,０００円のうち、保育所等運営費が４億４,１１５万

円で、市内６か所の保育園及び認定こども園において年間延べ４,２５０人の児童

を教育、保育するための運営費でございます。 

 次に、細目児童手当給付事業は１億６,０２９万９,０００円で、主なものといた

しましては、扶助費１億６,０１１万５,０００円は児童手当で１,２０８人の児童

を対象に見込んでおります。 

 次に、細目母子生活支援事業は７９万１,０００円で、扶助費７９万１,０００円

は母子生活支援施設入所措置費７９万１,０００円で、１世帯２名の４か月分でご

ざいます。 

 次に、細目児童相談事業は１７１万円で、家庭児童相談業務等に係るものでござ

います。委託料の子育て短期入所事業委託料２２万円は、一時保護までは行かない

までの短期の間入所する施設への委託料で、１世帯２名分の予算でございます。 

 次ページ、１０４、１０５ページを御覧ください。 

 ３目母子福祉費、本年度予算額は１億１０６万５,０００円で、対前年度比２０

５万１,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支出金が児童扶養手当負

担金など３,７２３万４,０００円、その他特定財源３００万１,０００円はふるさ

と応援基金繰入金が３００万円、一人親家庭等日常生活支援事業利用者負担金が１,

０００円、一般財源は６,０８３万円でございます。 

 細目母子福祉費一般事務費は２万１,０００円で、女性相談業務に係るものでご

ざいます。 

 次に、細目一人親家庭等医療費助成事業は１,１５７万３,０００円で、主なもの

といたしましては、扶助費１,１４２万円は一人親家庭等医療費助成金１,１４２万

円で、独り親家庭の母子及び父子で高校卒業までの間医療費を助成し、独り親家庭

における福祉の増進を図るものでございます。 

 次に、細目児童扶養手当給付事業は８,５４７万５,０００円で、主なものといた

しましては、扶助費８,５３６万３,０００円は児童扶養手当８,５３６万３,０００

円で、母子及び父子家庭に対し所得に応じて手当を支給し、独り親家庭における福

祉の増進を図るものでございます。 
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 次に、細目母子家庭自立支援給付事業は３８０万３,０００円で、主なものとい

たしましては、負担金、補助及び交付金３８０万円のうち高等職業訓練促進給付金

等事業補助金３６０万円は、母子及び父子家庭の母及び父が看護師などの資格を取

得するため、１年以上養成機関で修業する場合に給付金を支給することで資格取得

を支援するものでございます。 

 次に、細目一人親家庭等日常生活支援事業は１９万３,０００円で、独り親家庭

における子育て支援や生活支援を目的に、家庭生活支援員が低料金でサービスを行

うものでございます。 

 次に、３項生活保護費、１目生活保護総務費、本年度予算額は２,５３６万４,０

００円で、対前年度比３０万５,０００円の減額でございます。財源内訳は、国県

支出金４１２万１,０００円は、生活困窮者自立支援事業等国庫負担金で、一般財

源は２,１２４万３,０００円でございます。 

 次ページ、１０６、１０７ページを御覧ください。 

 細目生活保護一般事務費は６８１万２,０００円で、主なものといたしましては、

委託料５９２万４,０００円は被保護者就労支援事業委託料４９６万４,０００円で、

生活困窮者対策事業として尾鷲市社会福祉協議会に委託するものでございます。 

 次に、２目扶助費、本年度予算額は３億１,５８７万１,０００円で、対前年度比

３,０４５万４,０００円の減額でございます。財源内訳は、国県支出金２億４,１

８７万５,０００円は生活扶助費等国庫負担金等で、その他特定財源５４万円は生

活保護法第６３条による返還金で、一般財源は７,３４５万６,０００円でございま

す。 

 細目扶助費は３億１,５８７万１,０００円で、扶助費３億１,５８２万１,０００

円は、生活保護法に基づき最低限度の生活を保障するため、国が定める扶助費を支

給するもので、１６７世帯、１９１人を見込んでおります。 

 次に、３目生活保護施設事務費、本年度予算額は２４０万円で、対前年度比６万

円の増額でございます。財源内訳は、生活扶助費等国庫負担金が１８０万円で、一

般財源は６０万円でございます。 

 細目生活保護施設援護費は２４０万円で、負担金２４０万円は居住する家がなく、

施設に入所する必要のある方に係る事務費負担金１名分でございます。 

 次に、４項地方改善事業費、１目地方改善事業費、本年度予算額は１,４１５万

７,０００円で、対前年度比１万１,０００円の増額でございます。財源内訳は、国

県支出金３９８万９,０００円のうち福祉保健課分につきましては隣保館運営費補
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助金が１７８万１,０００円で、一般財源は１,０１６万８,０００円でございます。 

 次ページ、１０８、１０９ページを御覧ください。 

 細目隣保館運営事業は２６６万５,０００円で、地域社会における福祉の向上や

人権啓発及び住民交流の拠点として、林町会館を中心に各種講座、人権講演会など

を行う費用でございます。 

 次ページ、１１０、１１１ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、１項保健費、１目保健総務費、本年度予算額は６,４６０万２,００

０円で、対前年度比９０万５,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支

出金が３７０万２,０００円、地方債１,１００万円は救急医療体制強化事業債で、

その他特定財源１６０万３,０００円は紀北町からの救急医療体制強化事業他町負

担金等で、一般財源は４,８２９万７,０００円でございます。 

 細目一般保険事業は２６４万９,０００円で、主なものといたしましては、地域

医療助成金２２５万円は紀北医師会、尾鷲歯科医師会に対する助成金でございます。 

 次に、細目救急医療体制強化事業は２,１０３万５,０００円で、主なものといた

しましては、委託料として一次救急医療体制事業委託料３１９万８,０００円を紀

北医師会に、負担金、補助及び交付金の病院群輪番制病院運営事業補助金１,７６

６万円を尾鷲総合病院へ補助するものでございます。 

 次に、細目未熟児養育医療費助成事業は５０万４,０００円で、主なものといた

しましては、扶助費の未熟児医療養育医療費助成金５０万円で、医療を必要とする

未熟児に対し必要な医療給付を確保し、保護者に対する育児支援を行うものでござ

います。 

○南委員長  ここでの昼食のため休憩いたします。午後は１時１５分からといた

します。 

（休憩 午前１１時５８分） 

（再開 午後 １時１１分） 

○南委員長  それでは、休憩前に引き続き、委員会を続行いたします。 

 それでは、当初予算の説明を続けてお願いいたします。 

○山口福祉保健課長  続いて御説明します。予算書の１１０、１１１からです。 

 次に、２目予防費、本年度予算額は８,４６３万３,０００円で、対前年度比４,

１８２万７,０００円の減額でございます。財源内訳につきましては、国県支出金

３,０３０万５,０００円のうち、新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金が２,
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１７６万円で、地方債１,０５０万円は予防接種事業債で、その他特定財源３４万

５,０００円は災害等対策基金繰入金で、一般財源は４,３４８万３,０００円でご

ざいます。 

 細目予防接種事業は５,４９７万３,０００円で、主なものといたしましては、次

ページ、１１２、１１３ページを御覧ください。委託料５,３７５万８,０００円の

うち、定期予防接種委託料５,２００万円は、乳幼児、児童・生徒、成人及び高齢

者に対し各種予防接種を実施するもので、紀北医師会及び県内医療機関に委託する

ものでございます。 

 次に、細目感染症予防対策事業は２,９６６万円で、新型コロナウイルスワクチ

ンを５歳から１１歳をはじめとする初回接種及び３回目の追加接種を希望する市民

の方に対し接種を行う事業でございます。主なものといたしましては、集団接種に

係る職員の時間外勤務手当４５９万１,０００円、委託料１,８３７万１,０００円

はワクチン接種を行う医師等に係る予防接種委託料１,５９７万１,０００円のほか、

集団接種の運営に係る委託料でございます。 

 次に、３目保健事業普及費、本年度予算額は３,６２９万６,０００円で、対前年

度比４１０万５,０００円の減額でございます。財源内訳は、健康増進事業補助金

のほか、国県支出金が１９４万７,０００円、その他特定財源は各種がん検診自己

負担金などが１６４万１,０００円、一般財源は３,２７０万８,０００円でござい

ます。 

 細目健康増進事業は２,３９９万３,０００円で、主なものといたしましては、１

ページを御覧ください。委託料２,１６８万４,０００円は各種がん検診委託料１,

９９１万３,０００円のほか、健康増進法に基づく各種検診委託料等でございます。 

 次に、細目母子保健事業は１,１１２万６,０００円で、主なものといたしまして

は、委託料１,０００万円は妊婦一般健診及び乳児、１歳半、３歳児健診等の委託

料でございます。 

 次ページ、１１６、１１７ページを御覧ください。 

 次に、細目メンタルヘルス事業は２７万６,０００円で、鬱病の早期発見、早期

治療のための鬱予防の普及啓発や心の健康教室などに係る費用でございます。 

 次に、細目歯科保健事業は７７万７,０００円で、主なものといたしましては、

委託料６９万６,０００円は歯周病疾患検診、フッ化物洗口に係る委託料でござい

ます。 

 次に、細目健康ハッピーデー事業は１２万４,０００円で、尾鷲市健康増進計画
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の取組である生活習慣病、メンタルヘルスなどについて啓発実践を目的に開催する

健康ハッピーデーに係る費用でございます。 

 以上が令和４年度尾鷲市一般会計予算のうち、福祉保健課の説明でございます。

よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 当初予算の説明終わりました。 

○加藤市長  先般行政常任委員会で、内山副委員長のほうから御質問のございま

した例の住民税等の非課税世帯等に対する臨時特別給付金、これについての人数と

詳細については福祉保健課からということで、まずそれについて説明させていただ

きます。 

○福山福祉保健課長補佐兼係長  それでは、御説明申し上げます。 

 予算額で４億円ということで、１世帯当たり１０万円で当初見込んでおりました

けれども、実際には現在２,９５７世帯に送付をさせていただいたと。この差なん

ですけれども、この差は当初見込んでいたよりも、その方が非課税世帯なんですけ

れども、別世帯の課税世帯で扶養されている方が見込みよりもかなり多かったとい

うのが１点と、それからもう一点が尾鷲市で課税権がない令和３年１月１日以降に

転入してきた方の処理がまだし切れていなかったということが主な原因でございま

す。 

 作業の状況でございますけれども、一番最初に２月２５日に９０９件、それから

３月７日に３４９件、３月１４日に９８１件、それから最後に３月２３日に４５９

件で、今届いておる分についてはもう全て３月中にお支払いする予定でおります。 

 以上でございます。 

○内山副委員長  ありがとうございます。これはたしか期限はいつまでだったか。

１０月ということはないですよね。３月いっぱいということもなかったですよね。 

○福山福祉保健課長補佐兼係長  一応申請書が届いてから３か月以内となってお

ります。 

○南委員長  それでは、１２号の質疑に入りたいと思います。 

○濵中委員  ８９ページです。今通知いたしました。結婚新生活支援事業補助金、

さっきの説明では所得制限もあるようなので、結構婚姻に対する対象者というのは

限られたものかなと思うんですけれども、大体年間婚姻数と、昨年ならその婚姻の

中でどれぐらいが対象になったかというのは調べていますか。 

○山口福祉保健課長  年間の婚姻数はちょっと調べてはいないんですけれども、
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実際この制度を活用しておる近隣市町、熊野市さん、紀北町さんは実際この事業を

始められておるんですけれども、その中で今回対象見込数を５世帯ということで上

げさせていただいています。近隣市町の状況を見ると２世帯から３世帯ぐらいが年

間の対象者ということで、うちどもとしてはちょっと多めの５世帯ということで今

回予算計上させていただいております。もし万が一これを超えるようなことがあれ

ば、またそのときには補正予算で対応したいと考えております。 

 以上です。 

○濵中委員  あと先ほどの条件、まだこれ以外にも幾つかあるというふうな話で

したけれども、この中に２年以上経過しないと確認のできない条件もあったんです

けれども、条件から外れた場合は返還になるのか。そのまま満たしたものとしてお

渡ししたままになるのかという辺りは決められていますか。 

○山口福祉保健課長  この補助対象者については２分の１の補助をいただくため

に国の要件を遵守しておるんですけれども、尾鷲市独自として２年以上継続して尾

鷲市にという文言を入れさせていただいています。申請時に２年以上居住する意思

があるということで、そういった意思を持ってこの申請をしてくださいというとこ

ろです。それ以前に転出等をされた場合なんですけれども、特に返還ということま

では求めていないのが現状です。 

○濵中委員  ありがとうございます。もう一点なんですけれども、９７ページの

地域支援事業、総合事業も２事業両方ここであるんですけれども、以前から終わっ

てみるともう半分ぐらいが不用額として返還されたりという形になっていることが

多く見受けられるんですけれども、去年、その前辺りはコロナ禍においてという理

由があったように思うんですね。 

 さっきの説明でありますとコロナ禍に関係なくいろんな支援をできるような感じ

はあるんですけれども、今回以前のような形になることを心配しているんですけれ

ども、どうですか。コロナ禍に関係なく進められる事業というふうに理解してよろ

しいですか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  少なからずコロナ禍による一般介護予防事業の回

数が減ったというのは大きくあるんですけれども、もう一点その原因がございまし

て、地域支援事業の中のサービスＢであるとかサービスＤ、いわゆる住民主体の取

組、Ｂであれば住民主体の介護予防であったり、Ｄであれば住民主体の移動支援、

こういった部分で尾鷲市がなかなか取り組めていけなくて、今現在地域支援事業も

残っているというところになっています。 
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 今現在生活支援体制整備事業におきまして、わごころ会議といったボランティア

の養成講座を開きまして、たくさん受講いただきましてボランティアの養成を進め

ております。今後こういった方々がたくさん担い手として活動できれば、こういっ

たサービスＢであるとかＤという部分につなげていって事業を実行できるんじゃな

いかなというふうに考えています。 

○濵中委員  これは包括ケアのそういった主たるところになると思うんですけれ

ども、これに関しては介護認定のない加齢による衰えであるとか、そういったこと

に不自由を感じておられる方も対象というふうに理解してよろしいですか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  要介護認定されていない方であるとか、チェック

リストと言われるもの、簡易なチェックによって要介護まで行かないまでも対象で

あると認められた方につきましてこういった事業で賄うというふうになります。 

○小川委員  何点かお聞きします。予算書の１０７ページ、生活保護の扶助費の

ところなんですけれども、３億１,５８７万１,０００円で、世帯数と人数ってそん

なに去年と変わってないように思ったんですけれども、３,０００万ほど少なくな

っているんですが、これは医療費の関係かどうなのか。まずお答えください。 

○福山福祉保健課長補佐兼係長  委員おっしゃるとおり、減額の主な要因は医療

扶助費の減額となっております。原因はコロナウイルスの関係で病院への入退院が

少なかったというのと、一番大きなのが大きい手術が少なかったということで減額

にさせていただいたということでございます。 

○小川委員  相当数減っているんですけど、生活困窮者自立支援制度のほうが増

えているということは、そっちのほうで何とかカバーできているということは考え

られないんですか。 

○福山福祉保健課長補佐兼係長  行政常任委員会資料で説明させていただきたい

んですけれども、よろしいでしょうか。 

○南委員長  お願いします。 

○福山福祉保健課長補佐兼係長  主要施策の２４ページを御覧ください。よろし

いでしょうか。 

 主要施策の予算概要で、生活困窮者自立支援事業のうち事業内容の中段から中下

段ぐらいに⑤という新しいメニューが追加されまして、就労準備支援事業というの

を社協さんに委託して実施したいと考えております。 

 内容としましては、直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、就労に向

けたボランティア活動や事業所等での軽作業を行うことで社会との結びつきを深め、



－４０－ 

段階的に就労意欲を高めてもらうという事業を実施したいと考えております。 

 予算額につきましては委託料といたしまして７３万８,０００円で、この中の内

訳としまして、各事業所で作業をさせていただいた場合に、その作業代金を委託料

の中から各事業所へお支払いをさせていただくというふうな予算も盛り込んでおり

ます。 

 以上です。 

○小川委員  続けて聞きます。９９ページ上段の委託料の中に緊急通報システム

管理委託料というのがありますけれども、これって前在宅援護事業のほうにあった

ような気がするんですけど、扶助費の中にあった介護用品給付費がまた違うところ

へ移動しているんだが、移動した場所が変わった理由はどうなんでしょうか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  まず、緊急通報につきましては、以前は一般財源

で賄っておったんですけれども、財源の変更によりまして全額紀北広域連合からの

地域支援事業で賄えることになりましたので、こちらに入れさせていただきました。 

 一方、介護用品券の給付事業につきましては、以前地域支援事業で賄っておった

んですけれども、対象の方が本人課税の方につきましてはおおよそ１８名程度いら

っしゃるんですけれども、この本人課税の部分について地域支援事業から対象外と

なったことによって、一般財源が入ることによりまして地域支援事業から出したと

いう形になります。 

○小川委員  同じく９９ページなんですけれども、住居確保給付金２０万１,００

０円ですかね。これとは別に社協でやっている小口貸付けが去年はすごい量だった

と思うんですけど、もう市のあれでは関係ないということで、もし小口貸付けの推

移が分かれば教えていただけますか。 

○福山福祉保健課長補佐兼係長  小口貸付けにつきましては今年度６３件で２,２

２５万円の貸付けとなっております。 

 以上です。 

○小川委員  結構多いんですね。それともう一点、９７ページ、成年後見人申立

手数料１１万円と、もう一か所、９３ページにも５万円ってあるんですけど、この

５万円のほうは市長申立てのほうですか。それから、もう一方のほうは任意の自分

らで頼むほうなんですか、どうなんでしょうか。この違いは。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  まず、９７ページにつきましては高齢者に係る市

長申立ての手数料ということになります。障がいの部分につきましては、障がいの

方に対する市長申立てに係る手数料ということになります。 
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○小川委員  成年後見人制度は本当に大事な問題で、日時支援事業との関連もあ

ると思うんですけど、これが増えてこないのが不思議だなと思うぐらいなんですけ

ど、その理由ってどうなんでしょうか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  例えば市長申立てにつきましては昨年度は６件、

６人の方を支援させていただいたんですけれども、今年度はまだゼロ件と。また数

回成年後見に係る広報というのを実施しましたところ、非常に関心が高い方が多く

いらっしゃったというのをつかんでおります。今後この事業をより周知することに

よってこういった利用につながるということは考えております。 

○小川委員  今、社協さんとかでも日時支援事業で結構やっていると思うんです

けど、日時支援事業では賄えない部分というのは結構ありますよね。ですから、こ

の後見人制度がこれからすごく大事になってくると思うんですけど、その啓発とか

も今やっていただいているみたいですが、もっとしっかりとやっていただきたい。

そのように要望しておきます。 

 それと、最後にもう一点、先ほど濵中さんから新婚生活支援事業の話があったん

ですけれども、まず限度額を３０万円とした理由を先にお聞かせください。 

○山口福祉保健課長  こちらは歳入のほうで地域少子化対策重点推進交付金とい

うことで国の補助制度に乗った支援事業と考えておりますので、そちらの補助要件

としまして１世帯当たり３０万というところで補助金の金額を定めております。 

○小川委員  去年だったですか。国のほうが拡充されて広げた場合にやり方によ

っては６０万というのも可能だと思うんですけど、国が２分の１で。どうして３０

万、初めてだったからということですか。 

○山口福祉保健課長  ６０万円につきましては、都道府県主導型という県が主導

して市町と連携してという補助制度でございます。その場合の６０万と言われるの

は２９歳以下の方が対象で６０万、３９歳から３０歳までは３０万というような制

度だと思うんですけれども、今回尾鷲市としまして、小川委員言われたように初め

て制度に乗っていくということで、市町が申請していくという形で３０万の補助金

制度に乗ったような形になります。 

○小川委員  ３０万にしていくということなんですけど、これは奨学金を払って

いる方なんかは年額の控除というのは見てもらえるんですか。 

○芝山福祉保健課係長  先ほどの説明には少し抜けてしまっているんですけれど

も、奨学金の対象者の方につきましてはその償還額について控除することになって

おります。 
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○南委員長  他にございませんか。 

○仲委員  ９９ページ、濵中委員さんも質問しましたけど、別な考え方で。地域

支援事業包括の生活支援体制整備事業委託料が１,２６５万６,０００円ということ

で、前年度から１１６万１,０００円増になっています。毎年質問するんですけど、

それで目の介護保険料の中で５,４７９万７,０００円紀北広域連合から入っている

と。全体では５,７９１万７,０００円入ったうちの５,４７９万７,０００円なんで

すけど、特に地域支援事業の包括で限度額という、広域の受託事業で金額の限度額

というのはあるかないか。それから、生活支援で１１６万１,０００円増えた要因

をちょっと教えてください。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  広域連合におきまして、この生活支援体制整備事

業の委託料の部分の上限額というのは確かにございます。この百数十万円増えた理

由ですが、こちらは社協の中に生活支援コーディネーター２名を配置しておりまし

て、この２名の人件費の増が主な理由になっております。 

○仲委員  僕の聞きたいのは、２名やけど、どういう事業を展開するために増え

たかということをお聞きしたいんですけど。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  新聞報道でもされていますけれども、買物支援事

業、あるいはごみ出し支援事業、特にこの買物支援事業につきましては社協の職員

によってバスを運転して、主に周辺部を巡回して支援を行うということをやってい

ますけれども、こういった部分につきまして今後より手厚く行きたいという考えで

この予算をつけておるところでございます。 

○仲委員  買物支援という一つの手法、手段としては悪くはないと思うんですけ

ど、一つの方法として。それでは、この３年度で実証実験をやったという報道もあ

りましたけど、ただいまの説明の中で本格稼働という言葉が出ました。それで、こ

れは紀北広域連合の財源ですけど、尾鷲市から社協へ委託する委託料の中で本格稼

働ということがあれば、今後これをずっとやっていくということになるわけですね。

委託のまま。それから、周辺地区という意味では範囲は周辺地区全部が入っていま

すか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  まず、本格稼働という部分につきまして、生活支

援体制整備事業の委託料の中で買物支援の事業の予算を賄うということじゃなくて、

今現在検討しておるのは、利用される方に大体年会費１,０００円程度を御負担い

ただいて、あるいは社協さんの赤い羽根共同募金などの予算を活用しながら実施し

てまいりたいというふうには考えております。 
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 今後の展開なんですけれども、今現在２地区で本格実施に向けて動いておるとこ

ろですけれども、もう既にほかの地区からぜひうちでもというふうなお声もいただ

いていますので、そういった地区につきましては今後住民説明会を開くとか、区の

方の御意見をいただきながら対象を広げていければいいなというふうには考えてお

ります。 

○仲委員  意味はよく分かるんですけど、ただいまのボランティアとか利用料金

で、どういう車両を使うか分かりませんけど、経費が賄えるかどうかという問題。

将来的にそれが２地区以上に、全域に広まった場合、それから、そのようになった

場合、生活支援の補助がいつまで続くかちょっと疑問な点があります。 

 そういう意味では、本格的にやるということであれば、この手法を使うというこ

とであれば、何らかの形の中で委託というのはどうなのかなという部分がございま

すので、それから、もう一つは公共交通のすみ分け、それをどういうふうに考えて

いますか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  まず、今後この事業の持続性を担保する意味で、

今現在各スーパーさんであるとか事業所に地域貢献という形で何か参画をいただけ

ないかというふうなアプローチは今行っているところでございます。まだ仕組みと

して確立しておりません。今後そういった事業所と連携しながら予算等を確保でき

れば、持続的にこの支援の事業ができるんじゃないかなというふうには考えており

ます。 

○仲委員  スーパーとかいろんな商売しておる方と連携を取ってということは、

今現在は試みとして一つの手段で発展途上にあると。それがどういうふうに発展し

ていくかというのは今後協議の上進めていくということでよろしいですね。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  既に社協さんのマイクロバスを使って買物支援を

行っておるんですけれども、こういったバスの駐車場所の確保であるとか、そうい

った御協力はいただいておるところですけれども、今現在は発展途上ということで

仕組みを今後状況に応じて変えていくということでございます。 

○小川委員  もう一点だけお聞かせください。主要施策の２３ページ、認知症総

合支援事業の中に認知症のことが載っておりますけれども、認知症サポーターは何

名いるのか。何名まで増やしていくおつもりなのか、まずお答えください。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  認知症サポーターは今現在二千数百名養成してお

るところです。活動いただける方は９名程度実際にこういった事業に御協力したい

というふうな申出はいただいておりますので、今後こういった方たちをグループに
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してカフェとかの運用に当たっていただきたいというふうに考えています。 

○小川委員  今９名と言われましたか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  失礼しました。７名ですね。 

○小川委員  この７名という方はステップアップ講習とかそういうのを受けられ

る方かなと思うんですけれども、よその市町へ行きますと尾鷲市でも年に１名、２

名行方不明になったりしておりますけど、認知症サポーターが二千何百人もいるん

だったらまた募って声かけ訓練とか、この事業の中でできないものかと思いました

ので、どうなんでしょうか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  今後そういった形で展開していきたいなというふ

うには考えております。正確な数字で言いますとサポーター数が２,６３４名いら

っしゃいます。サポーターを養成することによって認知症に対する正しい知識がな

いと、徘回であるとかそういった部分に気づくことが難しくなりますので、まずは

認知症に対する正しい知識を持っていただく。その上で取組に参画をいただくとい

うふうに考えていますので、今後７名というボランティアを増やしていければなと

いうふうには思っております。 

○小川委員  それが二千何名認知症サポーター、オレンジリングをつけている方

ですよね。そういう方はもっと講習を受けていただいて気づいてあげる。自分にも

気づく。気づきということが一番大事だと思うので、もう少しステップアップ研修

にどんどん誘ってみたらどうなんかなと思いますけど、どうなんでしょうか。 

○川嶋福祉保健課主幹兼係長  小川委員おっしゃるように、今後そういった形で

登録の数を増やしていきたいなというふうには思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

○中里委員  何点かお聞きしたいんですけれども、予算書の１０１ページ、行政

常任委員会資料の子育て団体活動事業支援なんですけれども、こちらは国の予算に

もついている子どもの居場所づくりの政策に基づいての事業でしょうか。 

○芝山福祉保健課係長  委員おっしゃっていただいている国の事業とはまた別で、

市単独の事業として今回予算を計上させていただいております。委員のおっしゃっ

ていただいている事業につきましては、恐らく地域子供の未来応援交付金というと

ころで、つながりの場づくり緊急支援事業であるとか、子どもの居場所づくりとい

うところが事業としてはございます。 

 これらの交付金の対象となりますのが都道府県または市町村が子供の貧困対策と

して実施する事業となっておりまして、自治体からＮＰＯ法人等に委託をして行う
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ことも可能な事業となっています。委託となりますと相談窓口の設置ですとか、コ

ーディネーターの配置等の条件がございまして、今後はこのような事業も検討して

いく必要があるかとは考えてはおりますが、今回上げさせていただいているのは、

まずは地域で子育て支援を行う団体さんを支援すること、このような子育て支援活

動を地域で根づいていただくということを第一として考えて計上させていただいて

おります。 

○中里委員  分かりました。次に、行政常任委員会資料のＩＣＴ化推進事業と、

予算書の１０３ページなんですけれども、資料の中で今後小学校へ進学したときの

１人１台パソコンに円滑に対応できるようにタブレットを配付するという目的と書

いてあるんですけれども、４年度の予算の中に小学校１年生からのタブレット対応

の予算がついているのかどうか。いつから小学校１年生からタブレットを配付する

のかをちょっと聞きたいんですけれども。 

○山口福祉保健課長  小学校、中学校では１人１台パソコンということでタブレ

ットパソコンが既に導入されております。今回上げさせていただいた保育所等にお

けるＩＣＴ化推進事業は、全体では保育士さんの現在のコロナの状況によってそれ

の対策に追われて膨大な事務が円滑に進むようにということもあって、その事務の

負担軽減を図ることと。 

 先ほど言われたようにタブレットパソコンを導入することによって、１人１台も

う既に小学校へ入っていますので、小学校に接続、スムーズに移行できるように、

保育所においては１人１台子供たちにはないですけれども、保育士さんが寄り添っ

てタブレットに入っているアプリ等を使ってお絵描きをしたり色を塗ったりと、そ

ういったことで小学校へ入ったときにスムーズにタブレットパソコンが使えるよう

にということもメリットとして考えて今回補助事業として計上させていただいてお

ります。 

○中里委員  私の質問の仕方がちょっと悪かったんですけど、今現在タブレット

が配付されているのが尾鷲の小学校で大体３年生からなんですけれども、１年生の

ために幼稚園、保育園のほうで使えるようにすると書いてあるんですけど、いつ小

学校１年生から尾鷲市は配付をしていただけるんですか。タブレット。ここじゃな

いですか。 

○南委員長  教育委員会の問題だけれども、分かっている範囲で答えていただい

たらと思います。 

○山口福祉保健課長  ちょっと私そこがいつ頃導入かというのがはっきりは分か
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ってないんですけれども、まずは保育所、今度開園されるこども園、そこでも少し

触れる機会を与えたいと。子供たちが小学校に上がっていろんなＩＣＴの機器に触

れる機会が小学校にはあると思うので、まず図書室であったり、いろんな場面でＩ

ＣＴの事業が展開されておりますので、そういったところでスムーズに移行できる

ようにという考えの下、今回計上させていただいています。 

○中里委員  分かりました。ちなみに何歳の子に何台、保育園と認定こども園に

何台。 

○芝山福祉保健課係長  子供にタブレットを渡すのではなくて、保育士さんが手

元に持つ形のタブレットになります。保育士さんが保育に関連する計画であったり

とか、日誌をつけたりですとか、あといろんな管理をするためのタブレットを持っ

ていただくのを子供にも触っていただけるようにというふうに考えております。ト

ータルでタブレットは７３台設置する予定でおります。 

○中里委員  分かりました。次に、福祉課のこの間の事業でコロナ前にしていた

事業でなくなった事業ってありますかね。すみません。ちょっと見て分からなかっ

たんですけれども。 

○山口福祉保健課長  縮小とかそういったものはコロナ禍ではありましたけれど

も、全くなくなってしまった事業というのはございません。 

○南委員長  よろしいですか。他にございませんか。 

○内山副委員長  ９１ページの真ん中ぐらいに療育教室事業運営委託料というこ

とがあるんですけれども、前回要望書が出されて秋に補正予算化していただいたん

ですけれども、現場のほうで声を聞いてきたら、クラス編制するのに物すごく子供

一人一人に見えるクラス編制はできたんですけれども、ただやはり去年よりも増え

ているそうなんです。 

 ３歳未満の方が増えているということをちょっと伺ってきたんですけれども、少

子化の中で発達障がいとか、グレーゾーンの方々とか、気になる子供さんたちがち

ょっとでも増えているというのか、社会情勢の中で言われているとおり尾鷲でもそ

ういうことになっているのかなということで、秋にまだこれ以上増えてからどうす

るかなという不安も抱えております。１対１、２対１、３対１、年齢によって対応

するのに不安があるので、また補正予算のときに上げてくれるような考えはあるん

でしょうか。お伺いいたします。 

○山口福祉保健課長  昨年９月ですかね。第３回の定例会で補正予算を計上させ

ていただきました。今年度につきましては、委員おっしゃるように月日を追うごと
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に増加する傾向があるというところでございます。今回スタートに当たっては、全

てではないですけれども、クラスの中で余裕を持った形で人数をスタートさせてい

ただくようになっています。 

 今後増加した場合なんですけれども、その状況によっては社協さんとか特に現場

の方との協議の中で、年齢の高い方と上のクラス、下のクラスの高い方と上のクラ

スの編制を変えたり、そういった工夫をしながらよりよい環境に努めていきたいと

考えています。 

○内山副委員長  タブレットのほうにちょっと確認できなかったのでよう言わな

かったんですけど、要望書が上がっていたのはそちらのほうだったか。ここをしゃ

べるのに確認したかったんですけど、ちょっといいですけれども、取りあえず秋の

ほうにも安心していけるようにまた検討をよろしくお願いいたします。 

 そして、もう一点よろしいですか。次の９３ページの障害者サービス利用等計画

費、障害児サービス利用等計画費ってあるんですけれども、私も以前こういう仕事

をしていたんですけど、モニタリングとか新規利用に関してお金が下りてくると思

うんです。それで、この内訳の中で一体何件の件数があってどれぐらいのお金が入

ってくるのかということはここでちょっと分かりませんか。 

○南委員長  分からなかったらまた後でも、分かりますか。 

○福山福祉保健課長補佐兼係長  継続利用者が１５２名で、新規利用見込みが５

名で９７８万４,０００円と、それからサービス利用計画費が１万８,５００円掛け

る１５２件となっております。あと継続サービス利用支援費が１万５,４９０円掛

ける４５０件で、初回加算が３００円掛ける５件ということになっております。 

○濵中委員  今の９１ページの療育教室の説明がちょっと分かりにくかったので、

もう一度聞かせていただきたいんですけれども、昨年よりは予算としてかなり上げ

ていただいておるように思うんですけれども、これをもう一度詳しくいただきたい

なと思うのは、昨年春の段階で予算が満足いくものではなかったということで秋に

プラスされておりますよね。そういった比較を交えた昨年との予算の見積り方の違

いを少し御説明いただければと思うんですけど。 

○山口福祉保健課長  昨年１１月から実際その補正対応の月、１１月からですと

５か月間補正対応の予算でやらせていただいています。当時月に１０回という回数

であったのを１５回という回数、その中でも１回保育士さん等の準備時間も含めて、

カンファレンスの時間も含めてということでやらせていただいています。 

 今回いろいろ現場との協議の中で月を追うごとに増えていく傾向があるというこ
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とで、当初予算編成時においては少ない回数、当初の１０回からだんだん増えてい

くような形で予算を考えておったんですけれども、それよりはもう最初からある程

度の余裕を持って、ぴったりの人数ではなくて余裕を持った形でやりたいというよ

うな現場のお声もいただきました。その結果１３回をもう年間通して予算化したと

いうところでございます。ですので、先ほど言ったように今現在ではちょっと余裕

のあるクラスもありますので、そこら辺で増えてきたときに年齢構成等のことも調

整しながらよりよい環境に努めていきたいと考えています。 

○濵中委員  ということは当初の予算と比べて１.５倍ぐらいになっておると思う

んですけれども、昨年のように増えてきたから対応するということではなくて、初

めからそういった全体を見渡した予算化を今回はしてくださったというふうに理解

してよろしいですか。 

○山口福祉保健課長  濵中委員言われるとおり、そのような形で対応させていた

だいています。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、ないようですので、議案第１２号の当初予算の審査を終

了いたします。 

 引き続きまして、報告事項として、新型コロナワクチンに関わる追加接種につい

ての説明をお願いいたします。 

○山口福祉保健課長  続きまして、報告事項、新型コロナワクチンに係る追加接

種について御説明いたします。 

 新型コロナワクチンの追加接種につきましては、このたび２回目の接種を９月に

完了した方の集団接種の日程が決定したこと、また現在の接種率などについて御報

告いたします。詳細につきましては、資料により担当係長から御説明いたします。

通知いたします。 

○東福祉保健課係長  それでは、新型コロナウイルスワクチンに関わります追加

接種につきまして御報告いたします。 

 初回接種完了からおおむね７か月以上を経過いたしました１８歳以上の方を対象

に順次実施しておりますワクチン追加接種につきましては、実施期間が予防接種法

によりまして令和４年９月３０日までの予定に現段階ではなっております。 

 本日の御報告は令和４年４月の接種計画でございます。対象者は昨年９月に初回

接種の２回目を完了した方約２,６００人、接種体制は集団接種と個別接種を併用
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し実施いたします。集団接種につきましては、日程は４月２３日土曜日、４月２４

日日曜日、４月２９日金曜日は祝日となっております。この３日間を予定しており、

会場は尾鷲市民文化会館、使用するワクチンは国の前倒し配送方針によりまして３

月から４月に入荷予定でありますファイザー社ワクチンでございます。 

 次に、個別接種につきましては、希望された方々に対しまして市内の７医療機関

に御協力をいただき接種していただきます。御希望の方は福祉保健課にお申込みい

ただき、予約の調整をし、個別に御連絡をいたします。使用するワクチンは、ファ

イザー社ワクチンでございます。なお、武田モデルナ社ワクチンを御希望された方

につきましては、医療機関における個別接種で対応させていただきます。 

 最後に現時点での接種状況でございます。追加接種の対象者は、初回、２回目完

了者のうち１８歳以上の方であり、今日現在１８歳から６４歳までの方の接種者数

は１,６２１人、接種率２５.２％、６５歳以上の接種者は６,３０１人、８７.３％、

全体で接種者が７,９２２名、接種率５８％でございます。 

 報告は以上です。 

○南委員長  ただいまの報告について特によろしいですか。 

○小川委員  ファイザー社のワクチンを希望された方で個別接種というのはもう

始まっているんですか。 

○東福祉保健課係長  個別接種はもう始まっております。３月７日から開始して

おります。 

○南委員長  ５歳から１１歳の子供のワクチンは申込みが３月９日から始まった

んですけど、どうですか。状況的には。それだけ参考に。 

○東福祉保健課係長  現段階で約１００名の方がお申込みをいただいておりまし

て、接種を開始しております。 

○南委員長  ありがとうございます。よろしいですね。 

 それでは、福祉保健課の審査を終了いたします。ありがとうございました。 

 １０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時００分） 

（再開 午後 ２時０９分） 

○南委員長  引き続き、委員会を続行いたします。 

 今日は環境課で終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 早速ですが、議案第１７号、令和３年度の補正予算の説明をお願いいたします。 
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○吉沢環境課長  環境課です。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第１７号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１６号）の議

決についてのうち、環境課に関する予算内容について御説明をいたします。 

 予算書１６、１７ページのほうを御覧ください。 

 まず、歳入についてであります。 

 補正のほうはいずれも年度内の最終見込み等の精査を行い、必要な補正を行うも

のであります。 

 まず、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、３目衛生費補助金２５０万２,００

０円の減額については、浄化槽設置事業に係る国庫補助金の減額であります。減額

の要因については、補助対象基数等が当初見込みより下回ったことなどから減額す

るものであります。 

 続きまして、１５款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金５３万９,０

００円の減額であります。予算書の次の１８、１９ページを御覧ください。このう

ち環境課分は、説明欄、３節環境衛生費補助金４４万９,０００円の減額でありま

す。こちらも転換の補助基数が見込みより減少したことから減額することとなりま

した。 

 次の予算書２０、２１ページのほうを御覧ください。 

 ２０款諸収入、５項１目雑入、４節衛生費雑入、このうち環境課所管分は説明欄

の資源化物売却収入の１３０万円の増額であります。紙類、空き缶、鉄等の資源化

物の売却収入の最終見込みを精査し、必要な増額を行うものであります。こちらの

増額の要因についてはコロナ禍等の影響により売却単価が一時的に下落した鉄類に

ついて、コロナ禍の鎮静により高騰に転じたことから増加の見込みとなったもので

あります。 

 歳入は以上です。 

 続きまして、歳出の予算の説明のほうをいたします。 

 予算書４６、４７ページのほうを御覧ください。 

 ４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥収集費、資源ごみ収集費の備品購入費２９１

万７,０００円の減額のほうは車両購入費の入札差金による減額であります。 

 次に、３目塵芥処理施設費１,６３７万６,０００円の減額であります。 

 内訳を申し上げます。説明欄のほうを御覧ください。 

 まず、ごみ処理費１,５０７万６,０００円の減額であります。こちらの内訳のほ

うを申し上げます。需用費９５万円の減額、次の４８、４９ページのほうを御覧く
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ださい。その他燃料費、光熱水費などが見込みを下回ることなどから減額をしてお

ります。 

 次に、委託料５１９万７,０００円の減額は、ごみ処理関連の各種業務委託料が

予算見込みを下回るため減額するものであります。減額の要因は、残渣の処理量が

当初予算見込みを下回る５５０トン見込みが５３０トン程度になることや入札差金

等によるものであります。 

 次に、工事請負費８９２万９,０００円の減額は入札差金による減であります。 

 次に、資源ごみ処理費１１６万円の減額、内訳のほうは委託料の減額であります。

資源ごみ処理関連の業務委託で取り扱う資源ごみの量の見込みが当初予算見込みよ

りも減る見込みであるところから減額をするものであります。 

 次に、死亡動物処理費１４万円の減、こちらも最終見込み精査の結果、焼却炉の

燃料費が当初消費見込みを下回ったことなどから減額をする内容であります。 

 次の予算書５０、５１ページを御覧ください。 

 続きまして、４款衛生費、３項環境衛生費、２目環境調査対策費５０１万３,０

００円の減額につきましては、環境調査対策事業と浄化槽普及促進事業の減額によ

るものであります。 

 説明欄のほうを御覧ください。 

 まず、環境調査対策事業１３万７,０００円の減は、大気測定器定期点検業務委

託の入札差金による減であります。次の浄化槽普及促進事業４８７万６,０００円

の減額のほうは浄化槽設置整備事業補助金の減額であり、減額の理由につきまして

は当初５０基を見込んでいた浄化槽設置が１３基減の３７基程度になる見込みによ

るものであります。 

 続きまして、予算書の７ページ、前のほうにお戻りください。 

 第３表、債務負担行為補正の説明のほうをさせていただきます。 

 変更の表の上から４段目の可燃ごみ資源化物収集運搬業務につきましては、入札

の結果、限度額のほうを４億２,７４０万７,０００円から３億５,７５０万２,００

０円に変更するものであります。 

 次に、５段目にあります指定ごみ袋保管配送業務委託につきましては、こちらも

入札の結果、限度額を２２５万４,０００円から２０９万円に変更するものであり

ます。 

 以上が、環境課に関する第１６号補正予算の説明であります。御審議いただき、

御承認賜りますようお願いいたします。 
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○南委員長  補正説明は以上でございます。御質疑のある方、御発言をお願いい

たします。 

○村田委員  ５１ページの浄化槽の設備整備事業補助金、これは５０基が３７基

に減ったということなんですね。そうするとその見込みが毎年、当初でまた見たら

分かるんですけれども、３７基に減ったということは、これはどういう原因なんで

すか。 

○吉沢環境課長  これは予算立てのほうで結局のところ浄化槽を設置したときに

補助金があることだから一定数量見込まなあかんと。予算の範囲内でという規定が

ございますので、若干余裕を持った当初予算の見込みをしておりまして、そのよう

な関係で５０基令和３年度は見て、結果的に３７基ということで、この見込みにつ

いては若干余裕を持って見ておるのと、全般的にここらは来年度予想もせなあかん

のですけれども、そういう工事をする方が伸び悩んでおるという意識で自分らのほ

うは考えております。 

○村田委員  尾鷲市は前々から進めておるんですけれども、伸び悩んでおるとい

う原因はどこにあるんでしょうかね。いわゆる啓蒙啓発もきちっとやられておるん

でしょうけれども、それが伸び悩んでおるということは大体そういう整備がされて

きたということなんですか。そうじゃないでしょう。 

○直江環境課主幹兼係長  近年の実績になるんですけれども、平成２７年度には

５１基ありました。それが２８年度で４８基、２９年度には５２基、３０年度に少

し下がって４３基となりました。元年度に３２基とぐっと下がって令和２年度には

４３基となっております。これは新設に関する補助が減少したことが主な要因とな

っておると思います。 

○吉沢環境課長  補足させていただきますと、先ほど言ったような新設の経緯な

んですけど、結局のところアッパーで見ておるんですけれども、人口の減少によっ

て、新築して浄化槽を設置するような経済的に落ち込んできたのではないかと自分

らでは分析をしております。 

 ただ啓発のほうは十分せなあかんとは思っておるんですけど、肝腎要の新築をさ

れる方がおられんとこれらが伸び悩むと。そういう言い方しかないんですけど、あ

とは補助を受ける方、なるだけ受けていただきたいので、予算取りのほうではある

程度高い見込みでさせていただいておるということで御理解のほうをお願いしたい

と思います。 

○村田委員  当初どれだけ見ておるかちょっと分かりませんけど、そのときにま
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た議論させていただきます。 

○西川委員  これは新築の家も補助がもらえるんですか。 

○吉沢環境課長  この補助金のほうは新築も補助がいただける。それから、厳密

に言いますと新築で新設の場合も補助がもらえる。それから、単独浄化槽とかある

んやけれども、浄化槽だけ変えるときにももらえると。それが基本ラインやったん

ですけれども、転換とか配管費の補助を途中で、あとぼっとん、普通の、そちらの

便所から合併処理浄化槽にした際にも補助金は出る。 

 金額については先般説明させていただいたような金額の刻みなんですけれども、

新築、新設も、改築によるある程度その人が住んでいるとか、個人の住宅とか、縛

りはあるんですけど、基本的に転換等も補助金はあると。金額のほうは資料で説明

させてもらったほうがいいと思うんですけど、そういうような理解でお願いします。 

○西川委員  今は新築だったら浄化槽はもうセットですよね。それを新築のほう

に回すんじゃなく、ＢＯＤ削減に行くんだったら、単独のほうとかくみ取りのほう

に補助の比率を多くしたほうがもっと水質改善にはつながるんじゃないですか。 

○吉沢環境課長  それも踏まえて１１月やったと思うんですけれども、新築の補

助金額を、事務的なこともありますので、県のほうはもう既にその分は補助から撤

退しておると。国の補助はあるんですわ。でありますので、本県の状況も考えてよ

り水環境のことを考えたら当然単独浄化槽からとか、ぼっとんからというのをなる

だけするということで、言ったら新築の分を若干安くする。 

 補助のほうを見直しさせていただいて、単独浄化槽から工事する配管費用とかを

手厚くするような改正内容を１１月に説明させていただいたんですけれども、令和

５年からそういうふうな取組をやっていくということになっております。 

○南委員長  他にございませんか。 

○中村委員  ちょっと教えていただきたいんですけれども、去年５５０トンから

５３０トンになって、値段が下がっていると今お聞きしたような気がしたんですけ

れども、それは焼却用のごみの量ですか。資源ごみってどれぐらいの見込みでどれ

ぐらいになったのかって分かりますか。 

○吉沢環境課長  先ほど申し上げた５５０が５３０というのは、いわゆる可燃ご

みを処理したときに燃えかすが残って、焼却残渣というんですけど、それらを最終

処分ということで、実際はその燃えたかすを今尾鷲市では伊賀市の会社のほうでそ

ういうふうな最終処分をしていただきますので、そこへ持っていく年間の残渣のト

ン数を申し上げました。その見込みが５５０トン程度、処理単価はトン当たりです
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もんで、掛けておったんですけど、実際は５３０トン程度に落ち着くということで

金額を安くするような形となりました。 

 あと資源ごみの量のほうは申し訳ない。ちょっとお待ちください。 

○中村委員  後でいいです。 

○南委員長  これは処分費って１トン幾らやった。 

○西環境課係長  処分費処理だけで税抜で１トン２万４,０００円です。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それじゃ、ないようですので、補正の審査を終わります。 

 引き続きまして、議案第１２号の当初予算の説明をお願いいたします。 

○吉沢環境課長  それでは、議案第１２号、令和４年度尾鷲市一般会計予算の議

決についてのうち、環境課に関する予算内容について御説明をさせていただきます。 

 予算書２２、２３ページのほうを御覧ください。 

 まず、歳入のほうであります。 

 １３款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料のうち環境課分は、１節

の清掃使用料３万２,０００円、これはクリーンセンター電柱敷と清掃工場内に設

置をしている携帯電話基地局の敷地の年間使用料であります。 

 次に、予算書２４、２５ページのほうを御覧ください。 

 ２項の手数料、２目衛生手数料の本年度予算額は７,５０９万１,０００円で、前

年度予算額との比較では２８３万２,０００円の減となっております。このうち３

節の畜犬関係手数料を除く環境課所管部分について内訳のほうを申し上げます。 

 説明欄を御覧ください。 

 １節清掃工場持込処理手数料１,６８０万円、清掃工場へ直接持ち込まれる場合

の手数料であります。これは前年度持込み量を参考に計上をしております。 

 ２節し尿処理手数料３,４３０万円、内訳のほうは説明欄のとおり現年度分と過

年度分、前年度の実績から計上をしております。 

 次に、４節動物専用焼却場使用手数料は２２万円、こちらも過去の実績から犬１

００匹、猫７０匹に相当の予算を計上しております。 

 ５節衛生関係許可手数料１万５,０００円、こちらは一般廃棄物処理業に係る許

可更新手数料のほうを計上しております。 

 ６節塵芥収集手数料２,３２７万６,０００円、これは指定ごみ袋販売による収入

でありますが、これも前年度実績等を基に計上しております。 
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 次の予算書２６、２７ページのほうを御覧ください。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、３目衛生費国庫補助金、本年度予算額１,

８５０万２,０００円、このうち次の２８、２９ページのほうを御覧ください。環

境課分は２節の環境衛生費補助金、２節環境衛生費補助金の６１１万円であります。

これは浄化槽設置整備事業補助金に対する国庫補助金であります。 

 次の３０、３１ページのほうを御覧ください。 

 １５款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金３５８万２,０００円、こ

のうち環境課に係るものは２節の環境衛生費補助金２１３万７,０００円、浄化槽

設置整備事業補助金に対する県費の補助金であります。 

 次に、３６、３７ページのほうを御覧ください。 

 ２０款諸収入、５項１目雑入であります。このうち本課に係る予算は次の３８、

３９ページを御覧ください。こちらにあります４節衛生費雑入１億２３３万３,０

００円、このうち資源化物売却収入の３８６万４,０００円で、発泡スチロール、

新聞紙、段ボールなど紙類、飲料缶、空き缶ほか金属類等資源化物の売却収入のほ

うを計上しております。 

 歳入については以上であります。 

 続きまして、歳出の説明をいたします。 

 予算書１１６、１１７ページのほうを御覧ください。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費の本年度予算額のほうは１億３,８５

０万円であります。財源内訳は、廃棄物処理許可更新料１万５,０００円以外は全

て一般財源であります。 

 次の予算書１１８、１１９ページ、こちらの説明欄のほうを御覧ください。 

 事業別に申し上げます。説明欄、清掃一般総務費を御覧ください。清掃一般総務

費２８１万６,０００円であります。こちらのほうは前年度当初予算額に比較して

５万３,０００円の微増であります。 

 主な内訳のみ申し上げます。需用費１７６万９,０００円はごみ収集予定カレン

ダー印刷製本費などが主なものであります。 

 役務費６８万１,０００円、こちらの主なものは通信運搬費などであります。 

 使用料及び賃借料１２万１,０００円、主なものは複合機使用料であります。 

 次の負担金、補助及び交付金の２０万４,０００円、主なものは古紙回収奨励金

などであります。 

 次の環境美化推進事業につきましては、担当補佐から説明をいたさせます。 
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○民部環境課長補佐兼係長  環境美化推進事業８０万５,０００円、前年度当初予

算に比べ７万６,０００円の微増であります。増加の主な原因としましては、２年

に一度の車検に係る経費であります。環境美化推進事業は主要施策の予算概要にも

取りまとめしております。 

 主要施策の予算概要の３３ページを御覧ください。 

 事業目的は、内容のとおり不法投棄の防止パトロールや投棄物の撤去、環境美化

啓発活動に取り組んでおり、財源内訳は全て一般財源となっております。 

 予算書の１１８、１１９ページにお戻りください。 

 説明欄を御覧ください。内訳を申し上げます。 

 需用費７０万７,０００円につきましては、不法投棄の啓発看板等の消耗品費３

２万２,０００円と不法投棄パトロール用車両の燃料費２４万７,０００円、車検時

の修繕費１３万８,０００円であります。 

 役務費の９万１,０００円の主なものとしましては、不法投棄された家電４品目

に係る処理手数料５万円であります。 

 説明は以上であります。 

○吉沢環境課長  予算書１２０、１２１ページのほうを御覧ください。 

 次に、２目塵芥収集費であります。本年度予算額は１億４,１５２万１,０００円

で、前年度予算額と比較して５９万９,０００円の増となっております。財源内訳

は、国県支出金が５７４万６,０００円、地方債１６０万円、その他特定財源が２,

３０２万１,０００円で、一般財源が１億１,０９５万４,０００円であります。 

 こちらは事業別に担当補佐及び係長のほうから説明をいたさせます。 

○民部環境課長補佐兼係長  １２１ページの説明欄を御覧ください。 

 ごみ収集費であります。ごみ収集費予算額６,３２９万２,０００円で、前年度当

初予算額に比較しまして９１４万５,０００円増額となりました。増額の主な要因

は、ごみ収集車両の老朽化に伴う買換えの備品購入費の増によるものであります。 

 主要施策の予算概要３４ページを御覧ください。 

 事業目的は内容欄のとおりであります。本事業は可燃ごみの円滑な収集のため行

う事業で、主な内容は収集運搬業務やふれあい収集の実施、指定ごみ袋の製造、業

務委託などを行っております。財源内訳につきましては、その他特定財源として２,

３０２万１,０００円を指定ごみ袋販売による塵芥収集手数料とごみ収集車両整備

事業債１８０万円を充当しております。 

 続きまして、委員会資料の１ページを御覧ください。 
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 指定ごみ袋製造業務委託についての参考資料であります。指定ごみ袋の令和４年

１月末現在の在庫の箱数は４５リットル袋が８７４箱、３０リットルの袋が７０２

箱、１５リットル袋が３１２箱、１０リットル袋が１１６箱となっております。月

平均使用箱数は、令和３年４月から令和４年１月までの注文分から算出しており、

４５リットル袋がそれぞれ１１２箱、９０箱、５７箱、２２箱となっております。 

 以上の各指定袋の在庫箱数と月平均使用箱数から令和４年度の予算箱数を算出し

たものが下段の表であります。御覧のとおり４５リットル袋を７１０箱、３０リッ

トル袋を６４０箱、１５リットル袋を４１０箱、１０リットル袋を１５０箱製造予

定としており、予算としましては９５０万６,０００円を計上しております。製造

は令和４年６月から７月までを予定しております。 

 次に、委員会資料２ページを御覧ください。 

 ここには市収集の可燃ごみ量の推移を記載させていただいております。 

 下段を御覧ください。 

 令和３年４月から令和４年１月までの可燃ごみ収集量は３,１１０.８６トンで、

前年度比４８.８８トンの減、減少率としましてはマイナス１.５５％となりました。 

 予算書の１２０ページ、１２１ページにお戻りください。 

 ごみ収集費の内訳を申し上げます。需用費１３９万１,０００円は、車検等車両

８台の修繕費８５万４,０００円が主なものであります。 

 役務費２１万９,０００円は、車検に係る手数料と自賠責保険料が主なものであ

ります。 

 委託料の５,３９０万１,０００円、内訳は可燃ごみ収集運搬業務委託料が４,２

３０万５,０００円、指定ごみ袋製造業務委託料が９５０万６,０００円、指定ごみ

袋保管配送業務委託料が２０９万円であります。 

 ごみ収集費の説明は以上であります。 

○西環境課係長  続きまして、資源ごみ収集費であります。資源ごみ収集費は７,

８２２万９,０００円で、前年度当初予算額に比較して８５４万６,０００円の減額

となりました。減額の主な要因は、令和３年度は２トンプレス車１台の購入があり

ましたが、令和４年度は車両購入がないことによるものです。 

 事業内容につきましては、主要施策予算概要３５ページを御覧ください。 

 事業目的は、内容のとおり資源ごみの適正な収集、再資源化のために、適正な収

集業務の委託や分別の啓発などを行っております。財源内訳につきましては全て一

般財源であります。 
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 予算書１２０、１２１ページにお戻りください。 

 説明欄、資源ごみ収集費を御覧ください。 

 内訳を申し上げます。需用費５５万円については収集車両１２台の修繕料４５万

円が主なものであります。 

 役務費５１万５,０００円も同じく収集車両の車検手数料及び自賠責保険料など

であります。 

 委託料７,６８６万３,０００円は資源ごみ収集運搬業務委託料であります。 

 説明は以上です。 

○吉沢環境課長  続きまして、３目塵芥処理施設費であります。塵芥処理施設費

の本年度予算額は２億７,５２０万９,０００円で、前年度予算額との比較では３,

４７１万７,０００円の増加となっております。こちらの主な増加の原因はごみ処

理費の工事費の増加によるものであります。 

 詳細は後ほど担当係長から申し上げますが、令和４年度はバグフィルター関係の

定期的に必要な工事のほか、ダストコンベアが施設整備後２０年経過し、老朽化に

より近年不調な状況が続いており、適正な稼働のために更新が必要であるところか

ら、令和４年度工事費用を計上したものであります。 

 財源内訳のほうはその他特定財源が４,５７８万８,０００円、一般財源が２億２,

９４２万１,０００円であります。その他特定財源の内訳のほうは、都市計画事業

基金繰入金や清掃工場持込処理手数料、資源化物売却収入などであります。 

 事業別の詳細については、担当係長及び担当主幹のほうから説明をいたさせます。 

○西環境課係長  説明欄を御覧ください。 

 ごみ処理費であります。ごみ処理費は２億１,１１２万１,０００円で、前年度当

初予算額に比較して１,１６３万９,０００円の増額となりました。増額の主な要因

は清掃工場の工事費用の増額によるものであります。 

 事業内容を説明します。主要施策予算概要３７ページを御覧ください。 

 事業目的は、内容のとおり一般廃棄物を適正処理するため、清掃工場の適正な運

営、維持管理を行うため、残渣の処分や点検業務や必要な補修工事を行うものであ

ります。令和４年度の工事は、１号バグフィルター補修及びろ布交換工事と集塵ダ

ストコンベヤの更新工事であります。 

 委員会資料３ページ、資料２を御覧ください。 

 令和４年度の工事費に関する資料であります。まず、１号バグフィルター補修及

びろ布取替え工事は予算額７,８１０万で、施工期間７か月程度の予定であります。
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起工理由は、焼却時に発生する排ガス中のダイオキシン類、排ガスの捕集除去装置

のバグフィルター内で使用するろ布の耐用年数４年を超えるため、バグフィルター

内部の補修とろ布交換を行い、適正な稼働を図るものであります。 

 下記の図面の赤い部分がケーシングの補修範囲となっており、それに加え、ろ布、

リテーナ２９４本の取替えを予定しております。 

 次に、委員会資料４ページを御覧ください。 

 集塵ダストコンベヤ更新工事であります。予算額３,００２万６,０００円で、施

工期間５か月程度の予定であります。このダストコンベヤは平成１４年度のバグフ

ィルター設置時に取り付けられたものであり、竣工から２０年がたち、補修しなが

ら使用してきましたが、昨年の１１月に集塵ダストコンベヤが故障し、応急措置的

な対応を行い何とか稼働できましたが、老朽化しているため対応に時間がかかり、

復旧まで５日かかりました。当然その間はごみ焼却ができず、ピット内にため込む

などの措置を行い、安定的な稼働ができないような状態がありました。 

 このダストコンベヤについては施設設置から更新を行っておらず、老朽化から腐

食が進み、近年故障が多くなってきております。ダストコンベヤは１番から４番ま

での四つのコンベヤで構成しており、本来全ての更新が必要ですが、その中でも屋

外に設置しているため、特に腐食の激しいナンバー１コンベヤ、中央の写真となり

ます。現在は防水対策のため、ブルーシートに包んで使用している状態であります。 

 また、ナンバー４コンベヤは１階から２階まで運ぶ傾斜のついたコンベヤで、点

検時においても足場を組む必要があり、非常時に対応できないことから、この二つ

のコンベヤの更新工事を安定かつ適切に行うには早急に行う必要があるため、予算

計上いたしました。 

 主要施策予算概要３６ページにお戻りください。 

 財源内訳は、清掃工場持込処理手数料１,６８０万円、都市計画事業基金繰入金

２,４９０万４,０００円のその他特定財源のほか、一般財源１億６,９４１万２,０

００円であります。 

 予算書１２１ページにお戻りください。 

 ごみ処理費の内訳を申し上げます。需用費４,０８４万の内訳は、ダイオキシン

除去用活性炭と排ガス処理用消石灰など清掃工場の消耗品が６７８万５,０００円、

同じく燃料費が３２０万２,０００円、同じく清掃工場の電気料に当たる光熱水費

が２,６４０万円、また清掃工場の各種機器類の修繕料が４２０万円であります。 

 次に、役務費６８万１,０００円は、清掃工場の通信運搬費のほか、総合機器点
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検手数料などは前年と同様ですが、昨年１０月３日に清掃工場内で発生したフォー

クリフトでの人身事故にて、職員が委託先のシルバー人材センターからの派遣職員

にけがをさせてしまいましたが、その際従前から加入している全国市長会賠償責任

共済保険の対象外ということが判明したため、同様の事故でも適正に対応できるよ

う、民間の施設賠償責任保険の保険料１２万９,７２０円を計上しております。 

 次に、委託料６,０７５万６,０００円につきましては、例年必要とされる残渣処

分業務委託や清掃工場施設点検業務委託など、清掃工場の稼働のために必要な業務

委託８本であります。 

 次ページの１２２、１２３ページを御覧ください。 

 使用料及び賃借料は４万８,０００円で、内訳のとおりであります。 

 工事請負費につきましても、先ほど説明した清掃工場の性能保持のため、機能回

復を目的した補修工事であります。 

 公課費の２８万３,０００円の主なものは、公害健康被害の補償等に関する法律

に基づく清掃工場汚染負荷量賦課金であります。 

 次に、資源処理費であります。資源処理費は４,１０２万５,０００円で、前年度

当初予算額と比較して８２万６,０００円の増額となっております。増加の主な理

由は、委託料の処理単価の高騰による増額によるものであります。 

 事業概要の説明をいたします。 

 主要施策予算概要の３７ページを御覧ください。 

 事業の目的は、内容欄のとおり資源ごみを適正に中間処理し、再資源化を促進す

るもので、瓶類、廃家電、ペットボトルなどの資源ごみの細分化作業を行い、有価

物を抽出して再資源化を行う内容であります。 

 財源内訳のその他特定財源３８６万４,０００円は、主に鉄類、紙類の引渡しで

得られる資源化物売却収入で、その他は一般財源であります。 

 予算書１２２、１２３ページにお戻りください。 

 予算内訳を申し上げます。旅費１万２,０００円は、廃掃法施行令に基づく一般

廃棄物処理状況の確認のために必要な普通旅費などであります。 

 次に、需用費の１６９万２,０００円は、分別作業後、搬出用に梱包するペット

ボトルの減容機用結束ひもや搬送用の段ボールボックス等の消耗品に７８万２,０

００円、工場内の作業車両であるフォークリフト及びホイールローダー等の燃料費

に３８万４,０００円、工場内の作業車及び分別に係る設備等での修繕料に５２万

６,０００円であります。 
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 続きまして、委託料３,８１５万５,０００円は、廃家電及び繊維運搬処理業務委

託料１,１４５万８,０００円など、資源ごみの再資源化等に係る業務委託などの業

務委託料であります。 

 負担金、補助及び交付金の１０６万円は伊賀市への環境保全負担金で、焼却残渣、

廃家電など１,０６０トンの処分に係る負担金であります。 

 次に、動物処理費です。動物処理費２１２万１,０００円につきましては、前年

度より１３１万の増額をしております。内訳は、死亡動物の回収や焼却処理に係る

費用で、６２万４,０００円のうち需用費の燃料４５万６,０００円や死亡動物回収

用軽トラック、動物専用炉の修繕の９万４,０００円が主なものであります。増額

の要因は、死亡動物回収用軽トラックは平成１３年式で２０年経過しており、老朽

化のために新車の更新が必要なため増額となりました。 

○直江環境課主幹兼係長  次に、予算書の１２４、１２５ページを御覧ください。 

 上段の広域ごみ処理施設整備事業についてであります。東紀州環境施設組合負担

金の予算額は２,０９４万２,０００円となっております。 

 委員会資料の６ページを御覧ください。 

 上段の市町負担金整理表になります。尾鷲市の令和４年度の負担金は２,０９４

万２,０００円であります。他市町の負担金は記載のとおりで、市町負担金の計は

８,５４８万９,０００円であります。 

 負担割合につきましては、均等割が１０％、人口割が９０％となっておりますが、

令和２年の国勢調査適用の割合によるものと平成２７年国勢調査適用の割合による

ものが混在しております。これはごみ処理施設整備基本計画策定業務委託料等の事

業費は前年度からの債務負担行為による事業費でありますので、その人口割につき

ましては前回の国勢調査の結果を適用したものとなっております。 

 次に、中段の組合予算を御覧ください。 

 予算総額が１億２,８８１万円で、その財源内訳としましては循環型社会形成推

進交付金が１,８０４万３,０００円、市町負担金が８,５４８万９,０００円、繰越

金が２,５２７万７,０００円、諸収入が１,０００円となっております。 

 下段の組合予算款別内訳を御覧ください。 

 組合の予算内訳につきましては記載のとおりであり、施設整備関連としましては

３款の衛生費で、主な事業は施設整備基本計画策定業務委託料等の予算７,４１８

万３,０００円となっております。 

 次のページを御覧ください。 
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 これは令和４年度の組合事業計画案になりますが、参考に添付させていただきま

した。なお、こちらの詳細につきましては組合議会の予算審査前でありますので、

今の時点でこの場での詳細な説明は差し控えさせていただきますので、御理解くだ

さい。 

 東紀州環境施設組合負担金に係る説明は以上になります。 

○吉沢環境課長  予算書１２４、１２５ページのほうを御覧ください。 

 続きまして、４款衛生費、２項清掃費、４目し尿処理費の本年度予算額は１億８,

９２１万５,０００円で、前年度予算額との比較では５５万６,０００円の若干の増

となっております。財源内訳のほうはその他特定財源としてし尿処理手数料の３,

３９４万４,０００円を充当しており、残りの一般財源のほうは１億５,５２７万１,

０００円であります。 

 事業別の内訳は、担当補佐のほうから説明いたさせます。 

○民部環境課長補佐兼係長  説明欄を御覧ください。 

 まず、し尿収集費であります。し尿収集費は予算額６０６万５,０００円で、前

年度当初予算と比較しまして５５万６,０００円の増となっております。増加の主

な要因は、し尿収集のための収集ホース等の消耗品費の増によるものであります。

老朽化により交換が必要であるため購入するものであります。 

 内訳を申し上げます。需用費の５８４万４,０００円は柵とホース、これはくみ

取り用のホースであります。この柵とホース、金具、ベルト、し尿車両関係部品等

の消耗品費に２１２万１,０００円、車両５台分の燃料費に１９５万６,０００円、

車検等の修繕料に１６０万円であります。役務費、公課費は記載のとおり車検に係

る経費であります。 

 続きまして、クリーンセンター運転管理費であります。クリーンセンター運転管

理費は１億８,３１５万円で、前年度当初予算額と同額であります。 

 事業概要につきましては、主要施策の予算概要３８ページを御覧ください。 

 事業目的は内容欄のとおりであります。し尿浄化槽汚泥の適正管理を行うための

クリーンセンターの運営管理業務であります。施設の維持管理については複数年の

運営管理業務委託を行っております。財源内訳につきましては、その他特定財源と

しましてし尿処理手数料３,３９４万４,０００円のほかは一般財源１億４,９２０

万６,０００円であります。 

 委員会資料８ページを御覧ください。 

 この資料は、令和４年度のクリーンセンターの包括複数年運営管理業務委託の概
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要を取りまとめたものであります。尾鷲市クリーンセンター包括複数年整備運営管

理業務委託の令和４年度の予算額は１億７,８２０万円であります。 

 委託内容としましては、尾鷲市が管理します一般廃棄物処理施設のうち、し尿処

理施設である尾鷲市クリーンセンターについて、民間の運営管理能力を活用してよ

り効果的な維持管理や適正処理を行うこととしております。 

 委託内容は、施設の運転管理と保守点検整備及び水道、電気、薬剤等のユーティ

リティーを含めた包括複数年としております。令和４年度は下の表にあります保守

整備の項目を実施いたします。 

 保守整備の項目の説明の前にクリーンセンターの業務を大まかに説明させていた

だきますと、くみ取られたし尿や浄化槽汚泥を搬入して異物を取り除き、水分と脱

水汚泥に分け、水分は様々な過程を経て良質な処理水として放流し、脱水汚泥は資

源化装置で乾燥し、焼却と乾燥汚泥肥料に分かれます。焼却で出る熱は汚泥の乾燥

に利用し、焼却灰は最終処分場に運搬しております。また、乾燥汚泥の一部は乾燥

汚泥肥料としまして、希望する尾鷲市民を優先して予約制で無料配布しております。 

 それでは、令和４年度に実施する保守整備の項目のうち、主なものについて抜粋

して説明させていただきます。 

 上から五つ目の項目の汚泥乾燥焼却設備を御覧ください。 

 ここでは浄化槽汚泥を表の一番上の受入れ貯留設備で固形物と水分に分けて、固

形物を乾燥させ焼却します。この工程に係る焼却炉、脱臭バーナ、燃料、焼却ファ

ン等の点検のほか、乾燥、焼却に係る業務を実施しまして消耗品取替えも行います。 

 次に、９ページの脱臭設備を御覧ください。 

 ここではクリーンセンター内で発生する臭気を場外へはもちろん、場内へも拡散

しないように、その発生元箇所からファンで吸引します。吸引で集められた臭気を

それぞれの成分に応じた効率のよい方法で脱臭処理する工程を実施する設備であり

ます。この工程に係る中・低濃度活性炭吸着の分解及び取替えを行います。そのほ

か、詳細につきましては１０ページから２４ページに記載させていただいておりま

すので、後ほど御参照のほどよろしくお願いします。 

 予算書の１２４、１２５ページにお戻りください。 

 事業費の内訳を申し上げます。委託料１億８,３１５万円は、クリーンセンター

の包括複数年整備運営管理業務委託料１億７,８２０万円と管理業務委託のモニタ

リング等業務委託４９５万円であります。 

 説明は以上であります。 
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○吉沢環境課長  続きまして、４款衛生費、３項環境衛生費、１目環境衛生総務

費であります。本年度予算額５,５４０万１,０００円で、前年度当初予算額と比較

して４７万１,０００円の微増であります。 

 事業別の詳細については、担当主幹のほうから説明いたさせます。 

○直江環境課主幹兼係長  予算書の１２６、１２７ページを御覧ください。 

 上段の環境学習啓発事業であります。予算額は３８万５,０００円で、予算内訳

は環境美化活動に係る費用や水生生物調査などに係る需用費が主なものであります。 

 説明は以上です。 

○吉沢環境課長  次に、２目環境調査対策費であります。環境調査対策費は予算

額２,４０４万７,０００円で、前年度比１１６万４,０００円の増となっておりま

す。財源については、国庫支出金８２４万７,０００円のほかは一般財源１,５８０

万円であります。増加の主な要因は、環境調査のための機器、風向風速計の記録計

の更新のための費用の増によるものであります。 

 こちらの事業別の詳細については、担当主幹のほうから説明をいたさせます。 

○直江環境課主幹兼係長  説明欄を御覧ください。 

 環境調査対策事業であります。予算額は５６５万４,０００円で、前年度当初予

算額と比較して１１６万６,０００円の増であります。 

 主要施策の予算概要３９ページを御覧ください。 

 環境調査対策事業につきましては、市民の快適な生活環境の維持保全を目的とし

て、公共用水域や一般大気環境などの実態調査のほか、環境基準適合状況の把握の

ための騒音振動測定を年１回と中間処理施設に対する立入調査を年４回実施してい

ます。財源内訳は全て一般財源であります。 

 予算書１２６、１２７ページにお戻りください。 

 環境調査対策事業の主な予算について御説明いたします。 

 需用費１１４万３,０００円は、環境調査用試薬器具や図書追録等の消耗品費が

７４万７,０００円、燃料費の７万２,０００円は分析に使用するプロパンガス代を

計上しております。 

 光熱水費は大気測定局等の電気代１７万４,０００円、修繕料は分析測定機器の

修繕料１５万円を計上しております。 

 役務費の１５８万７,０００円は、賀田採石に係る降下ばいじん測定手数料等の

発生元特定調査手数料１１５万８,０００円が主なものとなっております。委託料

の１９３万９,０００円は、賀田局と三木里局の大気測定機器定期点検業務に係る
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委託料を計上しております。 

 使用料及び賃借料の１７万１,０００円は、北川水辺空間再生施設の土地借上料

９万６,０００円と海域底質調査５回分の船舶借上料７万５,０００円を計上してお

ります。 

 備品購入費の７４万６,０００円につきましては、賀田の大気測定局にあります

風向風速記録計が故障したことにより更新するものであります。 

 次に、浄化槽普及促進事業であります。浄化槽普及促進事業の当初予算額は１,

８３９万３,０００円で、前年度当初予算額と比較して２,０００円の減額となって

おります。 

 事業概要を申し上げます。 

 主要施策の予算概要４０ページを御覧ください。 

 事業の目的、内容欄のとおり本事業は家庭からの生活雑排水による水質汚濁の防

止を目的に合併処理浄化槽の設置を推進するものです。また、平成２６年度より従

来の補助に加え、配管費と撤去費に係る補助金を新設し、合併処理浄化槽整備のさ

らなる促進を図っております。 

 本年度の補助金額は１,８３３万円となっており、その内訳につきましては設置

基数が５０基、転換に伴う配管費が１５基、撤去費が５基を想定しております。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金が６１１万円、県支出金が２１３万７,０

００円、一般財源が１,０１４万６,０００円となっております。 

 なお、昨年１１月の行政常任委員会で御説明いたしましたように、令和５年度か

ら補助金の見直しを行いますので、これから十分な周知に努めてまいります。 

 説明は以上です。 

○吉沢環境課長  予算書１３０、１３１ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、３項環境衛生費、６目廃棄物政策費の本年度予算額は６０５万６,

０００円で、前年度当初予算額と比較して５７７万８,０００円の増加となりまし

た。この増加の要因については、令和５年度からの尾鷲市環境基本計画を作成する

ための必要経費の増額のためであります。 

 財源内訳のその他特定財源２５万５,０００円は、指定ごみ袋販売による塵芥収

集手数料で、一般財源のほうは５８０万１,０００円であります。 

 詳細な事業内容につきましては、担当主幹のほうから説明いたさせます。 

○直江環境課主幹兼係長  主要施策の予算概要４２ページを御覧ください。 

 事業名は環境保全対策事業で、総合的、計画的視野に立って環境の保全と創造に
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関する施策を推進し、一般廃棄物の排出抑制及び適正な循環的利用等の実現を図る

ことを目的とします。 

 事業の内容欄にありますように、令和４年度は平成２４年度に策定した第２次尾

鷲市環境基本計画の最終年度になりますので、本市の環境に関する現状と課題の把

握や現行計画の評価と必要なデータの収集分析を行った上で、現在の情勢なども加

味しながら本市における今後の環境政策の基盤となる新たな計画を策定いたします。 

 環境保全対策資材の購入費につきましては従来どおりの補助を行いますが、昨年

１１月の行政常任委員会で御報告いたしましたように、インターネットで購入した

ものにつきましても補助対象とすることで補助件数を増やし、廃棄物の排出抑制に

つなげていきたいと考えております。 

 事業費につきましては６０５万６,０００円で、財源内訳としましては塵芥収集

手数料のうち補助金分に２５万５,０００円を充当し、残りの５８０万１,０００円

が一般財源となっております。 

 予算書１３０、１３１ページにお戻りください。 

 中段の環境保全対策事業を御覧ください。 

 報酬の２７万８,０００円につきましては、環境基本計画策定に係る審議会委員

報酬であります。 

 委託料の５４６万７,０００円につきましては、環境基本計画策定業務委託料で

あります。 

 次の負担金、補助及び交付金２５万５,０００円につきましては、電動生ごみ処

理機５基分、生ごみ処理容器３基分、ガーデンシュレッダー３基分の環境保全対策

資材購入費補助金を計上しております。 

 説明は以上です。 

○吉沢環境課長  以上が環境課に関する令和４年度尾鷲市一般会計予算の説明で

あります。御審議をいただき、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○南委員長  環境課の所管は以上です。 

○西川委員  ちょっと分からんもんで、資料の予算書のほうで、浄化槽……。 

○南委員長  何ページですか。 

○西川委員  １１９ページ、浄化槽保守点検手数料１６万８,０００円ってありま

すよね。上の真ん中からちょっと上がったところ、それと１２１ページの下から６

行目のところに浄化槽保守点検手数料ってまた６万２,０００円ありますよね。こ

れはどこのですか。 
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○吉沢環境課長  下の１２１ページの浄化槽保守点検手数料は塵芥処理施設費と

いうことで清掃工場です。もう一つはクリーンセンターの浄化槽ということで。 

○西川委員  僕の勘違いだったらごめんなさい。これはひょっとして民間に委託

しておるんですか。保守点検を民間業者に委託しておるんですか。 

○吉沢環境課長  民間のほうに入札によりしていただいていますけど。 

○西川委員  浄化槽管理者は市長ですよね。浄化槽管理者は市長になりませんか。

管理者ですよ。なるんですよ。じゃ、おたくらは清掃の車も持っておるし、許可も

持っていますよね。自分のところでやればこのお金は要らないんじゃないですか。

自分たちでやれば。 

○吉沢環境課長  廃掃法で一般処理廃棄物の許可を市町がやっています。その中

で、普通のごみを運搬するとか、処理をするとか、浄化槽の許可業者は普通の民間

の業者さんに許可を出しておりまして、市が市自体に現状そこは許可をしていない

とか、それができるかどうかというのはちょっと勉強不足なんですけど。 

○西川委員  多分僕のほうが合っておると思いますけど、浄化槽は浄化槽管理者

が管理をし、またそれができない場合はその業者に依頼するって書かれていますよ。

本には。それを自分のところでやれば何の問題もないんじゃないですか。 

○吉沢環境課長  どうもすみません。勉強不足で。ちょっとそこを確認させてい

ただいて、いいようにできるかどうかというのも含めてちょっと検証させていただ

きたいと。この場では申し訳ないですが、勉強不足で申し訳ありません。 

○西川委員  ひょっとして環境課には浄化槽管理士の資格を持った方はいないの

ですか。 

○吉沢環境課長  １名持っているのが今確認できております。そこら辺も含めて、

西川委員さんの御指摘のところは申し訳ないです。ちょっと勉強不足で。御指摘の

趣旨としては、自分のところでやれるんやったら自分のところでしたほうが経費が

という部分というふうに捉えました。そこら辺も含めて法的な面とか、あとは手続

上の話とか、そこらは持ち帰ってまた検討させていただきたいと考えております。 

○南委員長  他にございませんか。 

○村田委員  さっきも言ったんですけれども、予算書の１２５ページのクリーン

センターの包括複数年整備運営管理業務委託、これは予算に絡めてなんですけれど

も、市の浄化槽業者がこのクリーンセンターに入りたいと。いわゆる参入というん

じゃなくて、クリーンセンターの大きな業務を自分たちで勉強していきたいと。で

きれば、自分たちもやがては習得をしたらその中に参画させてほしいんだというよ
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うな要望が前からあることは御存じですね。当局は。その点についてはどういうよ

うな経過になっていますか。 

○吉沢環境課長  浄化槽協会さんから何年か前に頂いた文書とかも確認させてい

ただいて、前回、去年の今頃だったと思うんですけど、委員さんからもそのてんま

つとかいろんな話をお伺いして、早速いろいろ状況確認させていただいて、結果的

には浄化槽協会さんと委託しておるクボタのほうと、話合いの中の趣旨では地元と

いうことで、当面できることは何かないのか。それは当然経済的な話がありますの

で、配慮を議会のほうでもいただいておるので、何とか勘案できる部分がないかと

いうことで、話合いの場を相当程度持たせてもらいました。 

 それで、お互いにおっしゃりたいこととか、僕らも当然会議に入って中身のこと

は確認させてもらいまして、クボタにはクボタで企業としてできる部分で、根底は

議会へ浄化槽協会さんから地元育成ということで何かこういうふうな配慮ができん

のかということで、私ども当局としてする部分はそれまでのそごとか、何か行き違

いとかあった部分があろうかと思うんですけれども、きちっとクボタにも話をさせ

ていただいて、浄化槽協会さんにも会議は出ていただいて、お互いがやり取りとい

うんですかね。こういった作業だとどんなものとか、中身を見やんとまずは何か浄

化槽協会さんも勉強していきたいというのが趣旨でしたので。 

 勉強するような形で、コロナ禍でなかなか実施できなかったんですけれども、実

際作業の確認、実際にやっている作業も一部見たりとか、それから、それを僕の記

憶では、協会さん数名とうちも見に行ったんですけど、これはちょっと勉強せな難

しいなという部分があって、そうしたらということで社内研修みたいなのに浄化槽

協会さんも参加をしていって前向きに話をしていただいておると。自分らのほうは

クボタのほうにも、協会のほうにもできる限りのことは調整させていただいておる

という理解でおります。 

○村田委員  尾鷲浄化槽協会の方々にお話を伺ったのはちょっとニュアンスが違

うんですけれども、そういうことで進んでおるならばそれは結構なことだと思いま

すけれども、当初はお互いの言い分の違いということで解釈の違いもあったんでし

ょうけれども、尾鷲市の業者に何か仕事をさせておけばいいというようなクボタの

浅はかな考えがあったみたいで、草刈りとか、周辺の掃除とか、そういう業務だっ

たんですけれども、それでは駄目だということで再度私も課長なんかにも申し上げ

て、本当に研修の場ですね。研修をして地元業者の育成という見地に立って、それ

を進めていただくということを申し上げたんですから、それがうまくいっておるの
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であれば、私はそれ以上のことはないなと思っているんですが。 

○吉沢環境課長  あまり詳細な話はちょっとこの場ではあれなんですけど、これ

までのやり取りで行き違いみたいなのがあったというのは主観の問題もありますの

であれなんですけど、それも踏まえてお互いの話を聞き取ったりして、きちっと企

業としてクボタも地元協力という議会向けの陳情を尾鷲市がいただいておるという

ことも趣旨を理解していただいて話合いの場を持って、お互いといいますか、協会

さんの免許のやり取りとか、あとは実際に槽の掃除というような形になろうかと思

うんですけれども。 

 実際に何通りもありますので、その見学も参加をしていただいて見ていただいて

ということでお互いに感想をして、いや、ちょっと研修、勉強したいという結論が

出まして、コロナ禍でなかなか開催できなかったんですけれども、何とか社内研修

の中に参加を呼びかけて、クボタのほうも出ていただければということで、協会さ

んには参加していただいておって、その後もまた話合いの中で前向きにする中で僕

らも情報をいただいておる中で、どうなんかなと確認はさせてもらっていますので、

市としてできることは自分は今させていただいておると理解しております。ありが

とうございました。 

○村田委員  １２７ページの浄化槽の設置整備事業補助金、先ほど補正予算の中

で減額ということで質疑させてもらったんですけれども、今回もほぼ同様の予算が

上がってきておるんですね。それと、１３１ページの環境保全対策の資材購入補助

金２５万５,０００円、これも上がっているんですけれども、先ほど当初の説明の

ときに十分周知に努めていくということがありましたけれども、この辺のところは

初めはどんどん結構啓蒙啓発したんですよね。ところが、最近は緩んでおるという

んじゃないんですけれども、だんだん熱意が下がってきたのではないかなと思うん

です。 

 その辺を逐一住民の方に知らせていただくように、人口も減ってきましたし、戸

数も減ってきましたから、これは減っていくんかなという感じはしておりますけれ

ども、できればそういうことに努めていただきたい。 

 １３１ページの環境保全なんかも、これは機器購入の際に２分の１助成するとか、

費用を出すという問題なんですけれども、これなんかも本当に知らない人が結構お

るんですよね。そういう面については環境課としてできることはどんどん皆さんに

周知徹底をしていただくと。そういうことを特に努力をしていただくようよろしく

お願いします。 
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○吉沢環境課長  浄化槽の補足と言いますか、若干あれなんですけど、目標値の

５０基というものは国、県へ交付申請の関係で一定の数値を上げなあかんというこ

とも目標として上げさせてもらっておる部分があるので、御理解のほうをお願いし

たいと思います。 

 あと環境保全対策事業、いわゆる生ごみ処理機とか、ごみシュレッダーは委員さ

んのおっしゃるとおりの話なんですけれども、私どもも広報や何やらでは定期的に

しておるんですけど、なかなか伝わってないというのも実際反省すべき点やと猛省

しております。 

 ただ、前回１１月に御説明させてもらったとおり、インターネットで購入された

いという方で実際に電話がかかってきて、尾鷲はあかんのかなというところがあり

ますので、そこが４年度から対応できるところと、あとどれだけ周知を図るかとい

う話は十分肝に銘じなあかんと思いますので、やっていきたいと思います。ありが

とうございました。 

○村田委員  課長、ちょっと誤解しているんかなと思うんですけれども、浄化槽

の設置整備事業、これは５０基予定してもいいんですよ。別に。減らすというんじ

ゃないんですから、国の関係でと今説明ありましたけれども、私が言っているのは

そうじゃなくて、５０基予定していて３７基しかできなかったということはいろん

な事情があるんでしょうけれども、その辺のところは市民の方々に周知徹底してく

ださいねとお願いしておりますので、それこそ御理解をいただきたいと思います。 

○吉沢環境課長  自分の言葉足らずで申し訳ないです。努力させていただきたい

と考えております。 

○小川委員  予算書の１２１ページ、先ほど聞き間違いだったらお許し願いたい

と思うんですけど、焼却残渣が５０トンぐらい減っておると聞いたんですけれども、

この一番下のところ、焼却残渣運搬業務委託料３９３万３,０００円、それと処分

業務委託料１,４５２万円、前回令和３年と一緒の金額なんですよね。減っている

のに一緒の金額というのはどうなんかなと思いまして、その点はどうなんですか。 

○吉沢環境課長  この１２１ページのほうは、御存じのとおり焼却残渣を運ぶ業

務に関する委託料であります。これはこれで、次のページの焼却残渣処分業務委託

料のほうは運ばれた後の処分の業務委託料であります。前年と同じということでど

うなんかという御質問でよろしいですか。 

○小川委員  先ほど５０トンぐらい減っておると言いましたよね。減っておるの

に金額が下がらんのかということで。 
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○吉沢環境課長  先ほどは補正の説明で、当初その程度を見積もっておったんで

すけれども、実際はまだ２月なんですけど、その程度に落ち込むという見込みがし

ましたので、最終補正ということで差はありました。今回当初予算を計上するのが

補正よりちょっと先のタイミングになる中で、実際この焼却残渣というのはごみの

処理量に基づいて焼却残渣が出てきます。ごみの処理量もここ数年コロナ禍の影響

でごみの量が増えたり減ったりとか、普通だんだん減ってきておるはずなんですけ

ど、一時的に増えたりする場合がありましたので、今回は支払いのほうですので、

そういった形でこの金額を計上したということで御理解をお願いしたいと思います。 

 また、あまりにも多いというのであれば、途中でちょっと精査をさせていただい

て補正をお願いするような形になると思いますので、御理解のほうをお願いします。 

○仲委員  予算書の１２３ページ、資源ごみ処理費なんですけど、主要施策では

３５ページ等なんですけど、３７と。中段で委託料、資源プラスチック類保管運搬

業務委託料と処理業務委託料、リサイクル等、この三つで大体６８３万３,０００

円の予算計上になっておると。年々増えてくるような感じですね。昨年と比べたら

６６万増えておると。 

 前のページは１２１ページの資源ごみ収集費で委託料、資源ごみ収集運搬業務委

託料７,６８６万３,０００円の中に資源プラスチックごみも入っておるという理解

をしておるんですけど、今尾鷲市は分別収集を行っておる中でプラスチックごみに

ついても分別収集という言葉でよろしいかね。一括回収ではないですね。そこらを

ちょっとお答えください。 

○吉沢環境課長  お尋ねのプラごみの一括回収という言葉の定義づけにもよるん

ですけれども、今ちょっと新しい情報でお話があるのは、資源プラスチックのほう

の法改正によって、この４月から一定のプラスチックごみの一括回収をすると市町

のほうに交付税措置をして、その費用とかを若干見るというのが４月の施行になる

という確認はできておるんです。 

 それで、一括徴収というのが全体的に、今うちのほうは柔らかいプラスチック、

白色トレー、それから資源プラスチックという分け方でしておるんですけれども、

それ以上に行くというイメージなのか。今のでもある程度の一括回収と捉えられる

のかというのを、今の情報で確認させていただいておるところはまだ話がちょっと

見えてこない部分というんですか。４月１日に施行はされるんですけど、細かい運

用規定でありますとか、これをしたら交付税措置を受けられるという法以外のいろ

んな運用状況の連絡といいますか、通知はまだ県にもちょっと来ていないような状
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況であります。 

 自分らとしてはそれでお金が安くなるというのであれば当然その分析もして、う

ちもカーボンゼロシティ宣言をしておりますので、これも勘案した中で、今回ちょ

うど環境基本計画をしますので、その中で具体的な検討で一括徴収で対応できるか

どうかも含めて今後の検討課題と捉えております。 

○仲委員  質問事項を全部しゃべってくれたんやけど、１月１０日ぐらいに大手

新聞でプラごみを一括回収すれば市区町村に交付税を出しますよというのがぽんと

載ったんですわ。それについては、今まではほとんどの市町村がプラスチックごみ

については文具とかおもちゃ、弁当容器、菓子袋などは、可燃ごみと不燃ごみとプ

ラ製包装容器と分別しておると。 

 今回の法改正で新設されたのは全てプラスチック資源をまとめて一括回収したら

いいという話なんですわ。それに変更する経費については交付税算入しますよとい

う話なんですね。どう考えてもそこらの意味が、今の現状が分別回収と言われる中

で既に一括回収されておるのかどうかというところはちょっと分からんのやけど、

これはあくまでプラスチック資源循環促進法で４月１日から施行となっておるので、

法律で４月１日に施行するんですよ。 

 ということは、施行される市町村があるということですね。そやもんで、これは

交付税対象になるかどうか。今の現状が一括回収に当たるのか。さらに逆に言って

分別したのをせんでもええ可能性もあるもんで、これは十分に国、県に資料を要求

して早急に検討してください。どうですか。 

○吉沢環境課長  ありがとうございます。その辺は今のところ自分らでも確認で

きて、若干聞いておる内容はちょっとはっきり答えをいただいておりませんので、

答えられないところは差し控えさせていただきたいところがあります。 

 それで、実際のところ、今のうちの回収の程度でもそういう交付税が頂けるのか。

言うたら県内でもうちの分け方がプラに関しては割かし進んでおるらしいんですわ。

それで、三重県さんにもちょっと内々で確認させてもらったんですけど、４月１日

施行で交付税措置を乗ってやるのであれば、まずは自分らのところで今のままで受

けられるんか。もっとうちは硬質を扱っておりませんので、それもどんな形でペレ

ットにするとか、何やとかするとか、いろんな要件があったりとか、宣言みたいの

をしなければなりませんので、実際４年度すぐから対応はできないと。それで、県

内でもその対応はようせんのじゃないかと。 

 それで、どういうやり方やったらできるかという話と、交付税も実際個々具体的
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にこれだけの金額をくれるというのが、先ほども申し上げたんですけれども、三重

県のほうもまだ情報が来ていないということで、恐らく４月１日までには何らかの

情報とか事務運用が来ると思うんですけど、そこらをちょっと分析せんと法改正さ

れてもちょっと乗れないというんですか。予算的な措置もあるというような状況で

あります。ただ、指摘していただいた点については、当然頭に入れなあきませんも

んで、勉強させていただきますので、ありがとうございます。 

○南委員長  他にございませんか。 

○中村委員  ちょっと何点か教えていただきたいんですけれども、１２５ページ

のクリーンセンターの包括複数年って書いていただいているんですけれども、これ

は何年から何年の契約をされているんですか。 

○民部環境課長補佐兼係長  現在令和元年度から令和６年度を契約しております。 

○中村委員  それで、人口が減っていっても毎年同じ額で、５年間は同じ額を払

うという契約になっているということですね。 

○民部環境課長補佐兼係長  そのとおりです。 

○中村委員  それでは、それの上の広域ごみ処理施設の東紀州環境施設組合負担

金なんですけれども、これは去年の４月に発足したと思うんですけれども、報告す

るって言っていたと思うんですけど、この１年これについて何の報告もないと思う

んですけれども、これっていつしていただけますか。 

○吉沢環境課長  これについては何度も申し上げておるんですけど、去年の４月

１日から広域ごみ処理施設整備を５市町共同で一部事務組合のほうの所管業務とし

て考えていく中で、当然中村委員さんのおっしゃるとおり、本市は建設場所でもあ

りますし、構成員の一つでもありますので、情報は分かり次第明示するというのは

理解しております。 

 ただ、これは別の団体でありますので、広域のほうの管理者、副管理者、執行部、

事務局、それから、広域の議会というのを経て示すような形で、ある程度確定した

状況じゃないとお示しできんということで、今のところは基本計画の策定を今事務

局のほうでしておりますので、その素案が示せる段階になったら市民説明会等を予

定しておるという状況です。 

 あと申し訳ない。もう一つ、自分らも構成員の一つでありますので、当然組合の

ほうは事業主体で一番分かっておりますので、ホームページのほうを立ち上げて、

いろいろ会議した内容でありますとか、そんなのは極力明示するようにお願いはし

ているということで御理解のほうをお願いしたいと思います。 
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○中村委員  いや、そうじゃなくて、この事務組合をつくったときに報告するっ

て言われて、この議会からも委員が２人出ていっていただいて、議会がちゃんと開

催されていて、それをホームページ上で見ろじゃなくて、この尾鷲市議会のほうに

報告があってしかるべきことやと思うんですよ。それが決定事項がないからという

んじゃなくて、今どういうことで話し合われていて、この２,０００万について去

年もどう使われてどのようなことになったかというのをホームページを見てくださ

いはちょっとないと思うんですけど、どうでしょうか。 

○吉沢環境課長  申し訳ない。自分の言葉遣いが間違っております。私の言いた

いのは、所管業務としていろいろあるんですが、５市町共同でやって、団体として

は別の団体でありますので、これは紀北消防さんでありますとか、広域連合さんも

そうでありますので、その情報を途中でもということであれば、それは当然市の広

報のほうへ載せるなり何なりというのは配慮をさせていただきたいので、それは組

合と話合いをして掲載は準備をさせていただけるかと思いますけど、今のところそ

こまで自分らの認識では至ってないということで御理解をお願いします。 

○中村委員  この事務組合ができるときに報告するという報告があったと思うん

ですけれども、それについてどうして守っていただけないのかを聞いているので、

ホームページに載せるとか、広報に載せるとかを聞いているわけではないです。 

○吉沢環境課長  その報告というのはどういう。 

○中村委員  経過報告です。 

○吉沢環境課長  経過報告は丁寧に、節目節目にせなあかんとは思っていますけ

ど、ここまでの、言うたらある一定の政策過程にまで至ってないとなかなかそれは

報告できんかなと自分のほうでは理解しておりますので、申し訳ない。 

 委員さんおっしゃる報告という度合いにもよると思うんですけど、私どもとして

は一定のタイミングでできる部分があったらきちっと主体となって報告はさせてい

ただきたいと思いますけれども、当然一部事務組合というしっかりした団体があり

ますので、そちらのほうのここまでという話ができないとちょっとできかねるとい

うことで、今のところは基本計画の素案というのを彼らがやっておりますので、そ

れがある程度公表とか、そういう形になればと考えております。 

○中村委員  ということは、１年に１回も報告せんで、経過報告をお願いしてい

るんですよ、結果報告をお願いしているわけじゃないんですよ。いろいろなことが

話し合われていますよね。会議の中で。傍聴させていただいて本当に勉強になるし、

こういうことが言われているんや、それをどうして途中どういうことが話し合われ
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ていて、今何が問題で、次はこういうことに取り組んでいきますというようなこと

を丁寧に議会で報告していただけるものやと思っていたんですが、１年たって一回

も報告がないというのはどういうことですか。市長、お答えいただきたいです。 

○加藤市長  今回の一部事務組合は自治法で定められて、一般事務についてはそ

ちらのほうに任せる。だから、業務自体はそちらのほうに全部任せているわけです。

当然それぞれの市町にも経過を報告するというのはおっしゃるとおりですよね。 

 ですから、経過を報告するということについて、全般的な基本構想計画を基にし

ながら、今、基本計画を策定するがために策定委員会を設立してそれぞれ協議をや

っていただいておる。中身については今の建設予定場所で焼却処理施設とか、焼却

する処理方法とか、いろんな施設の概要とか、資金とか、そういったもの、五つか

六つぐらいの状況を今こちらのほうで検討していただいているというような話だっ

たんです。 

 今回しましたのは、東紀州施設の組合負担金ということについては、それぞれ市

町に負担していただかなきゃならないから、令和４年度に一部事務組合として今予

定している。これはまだ議会に審査していただかなきゃならないんですけれども、

１億２,８８１万の予算を立てておりまして、特に市町負担金としては８,５００万

云々、それを負担割合で尾鷲市に２,０９４万２,０００円という報告で、その事業

内容については今のところ組合事業計画として令和４年度はこういう計画で今やっ

ていると。これは経過を報告しているという意味だと私は理解しているんですけど。 

○中村委員  お伺いしたいんですけれども、その大まかなというより１年間かけ

て、もう既に２月末日かな。簡易的な土質調査の結果が出ていますよね。それでも、

どうしてお金をかけるんやったら簡易じゃなくて、まず最初に本当にあそこに広域

ごみ処理が建つかどうかの本格的な地質調査を始めるべきじゃなかったかと思うん

ですけれども、そのようなことがこの１年でどうして話し合われていないのかも含

めて、ここは当事者の尾鷲市ですので、市長は事務組合の管理者でもあられますの

で、もうちょっと細かい説明というのか報告というのを以前にしていただいていた

ら、こういうことを先にするべきじゃないですかって話もこの議会でできたんじゃ

ないかと思うんですよ。 

 それから、そこらをもうちょっとちゃんと説明していただきたかったなと。１年

どうしてなかったのかなって、今説明していただいたんですけれども、もっと小ま

めにしていただきたいと思います。 

○吉沢環境課長  尾鷲に建てるということで、それから一部事務組合の構成員の
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一人ということで市長も入っておりますので、常々いろんな場で言っていますのは、

節目節目で市民の方にきちっと安心安全ということを理解していただくために、必

要なときに必要なことをできる。ただ、政策立案過程でまだ固まっていないことを

言ったりするとそれは誤解を招くということ、まずは第一義的に地方自治法２８６

条によって別の団体の共同処理する事務となっておりますので、そこら辺の決め方

まで、構成員として出しますけど、尾鷲市だけでいろんな物事を決めるわけにはい

きませんので。 

 ただ、そこら辺できちっとどんな形でどう取り組んでいくかというのは、組合の

ほうで日程表とか、それはきちっと掲示してもらっておると思いますので、ただ、

委員さんのいろいろ知りたい……。 

○南委員長  よろしいですか。特に広域行政については消防組合もそうですけれ

ども、連合もそう、特にこのごみについては立ち上げたばっかりということで、単

年度予算で上がってくる分の説明は議会の場でするのは当然ですけれども、全体像

の姿についてはやはり５市町が足並みをそろえた段階で市民説明会云々ということ

もありますので、その時期が来たら執行部のほうからある程度の報告はしていただ

けるものと委員会としては理解しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 他にございませんか。 

○内山副委員長  主要施策の予算概要は３３ページで、環境美化の推進について

なんですけれども、これは市全体ということで山のほうとか海岸沿いとかそういう

ことも含めての美化活動ですよね。 

○民部環境課長補佐兼係長  このパトロールなんですけど、可燃ごみと資源ごみ

と市内各地に５８０か所あります。その日々の点検と通報とかお知らせによって把

握できておる林道沿いのパトロールはしております。 

○内山副委員長  ちょっと私が勘違いしたらちょっと申し訳ないんですけれども、

山のほうとか旧３１１号線、山というのは渓流釣りのほうになるんですけれども、

結構缶とかそういうのが不法投棄されているんですね。私以前は建設課のほうに言

いまして、どこに言ったらいいかちょっと初めは分からなかったので、環境のほう

でもちょっと言わせてもらおうと思いまして、本当にいろんな電気製品とかそうい

うのもあるんです。簡単なものならここの地元の好きな方たちが全部缶でも拾って

くれるんですけど、それでも追っつかない状況なんですよね。私も何回か通るんで

すけれども、やはり袋ごと落とされていたりということがちょっと目に余るので、

そういう点も含めて、もしここに関係ないことだったら申し訳ないんですけれども、
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１か月、２か月でも定期的にそういうのもこの不法投棄にかけてしてもらったらす

ごくありがたいと思うんですけれども。 

○民部環境課長補佐兼係長  おっしゃっていただいたとおり、山の裾野とかもご

みがあります。そこでそこに流れている川とか河川とか、場所によってその管轄が

違いまして、同じごみを見ても県へ連絡が行って、県から連絡が来ますし、うちに

連絡をもらって調べて県が管轄でしたら県へ言いますし、それでお互い連絡を密に

取っていますので、その都度その都度そのごみについては対応させていただきます。 

○吉沢環境課長  補足させていただきます。実際は補佐が言ったとおり一定のと

ころに本当にごみが多いもんで、それをパトロール２人で回ったりしておる。それ

だけでももうちょっといっぱいというのが現状です。その中で、例えば山のここに

とか、道路のここにというのを私どもも電話で受けたときに、その案件によっては

産廃になるんやったら三重県さんとも話をさせてもらわないけませんし、警察とか

も当然話をしてもらわなあかん案件もありますので、僕らは関係ないというんじゃ

なしに、聞いて振り分けなり何なりは今でもさせていただいておりますので、御理

解のほうよろしくお願いします。 

○内山副委員長  いろんなことがあるって、県のほうとか、今自分たちでも頑張

ってくれるということなので、そういうことも本当に自然を破壊することにつなが

っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○南委員長  よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、本日の委員会はこれにて終了させていただきま

す。明日は水産農林課と商工観光課を行きたいと思います。 

（午後 ３時４２分 閉会） 


